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はじめに

１９９４年に、我が国の政府開発援助（Official Development Assistance- ODA) は４０周年を迎え、また

１９９５年は、国連創設５０周年にあたり、我が国及び国連の双方にとって節目の年が続いている。

我が国は、１９５６年の国連加盟以来、国連重視を外交政策の重要な柱とし、国連による開発活動に

積極的に参加するとの方針の下、技術協力を開始した当初より、国連及び国連傘下の援助機関と協調し

つつ援助を実施してきており、さらに我が国の国連拠出金の負担率も１２．４５％と米国に次ぐ第二位

の位置にある。

今日、世界の情勢の変化に伴い、開発課題はより多様化・複雑化しており、いずれの援助国ないし援

助機関にとっても単独での対応が困難な課題が増えてきている。また、厳しい経済情勢の中、援助国の

多くに“援助疲れ”あるいは、開発協力の重点変化の兆が見られる。そうした状況において、今や世界

第一の援助大国である我が国は、過去４０年の経験により築き上げてきた国際協力に関する我が国の考

え方、理念をもとに、国連等を含む国際社会に対し、その地位にふさわしい知的貢献と影響力を行使

し、リーダーシップを発揮していくことが期待されている。　

かかる観点から、国連との今後の関わり方についても、我が国は、国連の有する情報、知見、ノウハ

ウを最大限に活用し、我が国援助の効果、効率性の向上に資するよう努めるとともに、国連との対話を

推進し、より有機的な協力体制を構築していくことが望まれる。

以上のような、我が国の、新しい時代におけるリ－ディング・ドナ－としての役割と日本をとりまく

国際情勢を十分に認識しつつ、ＯＤＡ実施機関であるＪＩＣＡにおいても、近年の重点課題の一つとし

て掲げている連携協力の推進に向けて努力を傾注している。その中にあって当国際協力総合研修所にお

いては、平成６年度の調査研究の一環として、連携の中でも特に、国連機関との連携協力に焦点を当

て、久山純弘氏（現国連合同監査団監査官）を座長とし、ＪＩＣＡ内外の国連勤務経験者より構成され

た「国連との連携協力推進のための検討会」を設置し、計４回の検討会を開催した。

本報告書は、同検討会での講演、討議概要を踏まえた上で、ＪＩＣＡのマルチ・バイ協力推進にかか

る総合的な企画・立案及び情報整備のための基礎資料として供するよう、国際協力総合研修所調査研究

課が取り纏めたものである。

物理的制約から、開催回数が４回と限定された検討会であったため、国連機関全てを対象とすること

は現実的に困難であり、特にＵＮＤＰ及びＵＮＩＣＥＦに焦点を絞った検討会とした。その意味では、

限定された範囲と内容で国連との連携を論じているものであるが、より多くのＪＩＣＡ職員及び関係者

の利用に供され、今後ＪＩＣＡが、国連といかに関わっていくべきかを個々に模索する一材料となれば

幸いである。



国際協力総合研修所は、今後もさまざまな側面から、連携推進に資する調査研究を継続していく所存

であるので、関係各位からの建設的なコメント、要望を期待する。

最後に、久山純弘氏には検討会の座長を務めて頂き、加えて報告書の構成・内容に関し、長い国連経

験に基づく貴重なご助言を賜るなどご尽力を頂き、心より御礼申し上げたい。また、ＵＮＤＰならびに

ＵＮＩＣＥＦの技術協力活動についてご講演頂いた北谷勝秀ＵＮＤＰ上席顧問、久木田純ＵＮＩＣＥＦ

東京事務所事業調整官をはじめ、ご多忙中にもかかわらず検討会にご出席頂き、さらに本稿草案に対し

て貴重なご意見、ご助言下さった関係各位に心から感謝を申し上げる。

  平成   ７年  ３月　　　　　

国 際 協 力 事 業 団 　 　

国 際 協 力 総 合 研 修 所

所 長   岩 波   和 俊 　
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序章：本調査研究の概要

１．経緯と目的

我が国政府開発援助（ＯＤＡ－Official Development Assistance ）の実施に際する国連機関との適切な連

携・協調を図る必要性は、平成４年６月に公表された我が国の政府開発援助大綱にも明確に位置付けら

れている。特に、政府開発援助の効果的実施のため国際機関を通ずる協力を行うにあたっては、政府開

発援助についての我が国の考え方がその活動に十分に反映されるように努めるとともに、国連機関の有

する専門知識、政治的中立性等の特質を十分に生かすように努めることがうたわれている。

今日までに、ＪＩＣＡ及び国連機関双方において、マルチ・バイ協力推進の重要性がしばしば指摘さ

れてきた。途上国における開発諸課題はより多様化、複雑化してきており、いずれの援助国ないし援助

機関にとっても単独で対応でき得るものばかりではなくなってきている。従って我が国としては、国連

機関をはじめとする他の援助機関との有意義な交流を促進しつつ、もっとも効果的、且つ効率的な援助

を実施していくとともに、かかる国際協調の在り方における我が国の姿勢を明確に示し、リーダーシッ

プを発揮していくことが今後一層必要になるものと考えられる。

しかしながら、ＪＩＣＡ及び国連機関の何れにおいても、連携先の援助システム（案件の発掘、形

成、実施、管理、予算制度等）及び、援助方針に関する情報、知識は必ずしも十分ではない。さらにＪ

ＩＣＡの実務者及び現場レベルにおいては、現地レベルの国連機関との情報交流の不十分さに加えて、

政府開発援助予算拡充に対応した業務を限られた人員で、二国間協力を実施しながら他方で多国間協力

のスキームを案件レベルで連携し、具体化することはなかなか進んでいない状況にある。　　

以上のような状況の中で、ＪＩＣＡは、平成６年１０月、企画部内に連携協力推進室を設置したが、

同室を中核として今後ＪＩＣＡがマルチ・バイ協力を一層推進していくことは、ＪＩＣＡ及び国連機関

双方の援助活動における新たな局面の到来を意味し、援助の質的向上に大いに貢献することになる。ま

た、こうした動きは途上国にとっては、援助全体の質及び効率性の向上によるより大きな開発効果が期

待でき、今後とも、重点的に取り組まれるべき課題といえよう。

このような背景からＪＩＣＡ国際協力総合研修所調査研究課は、平成６年度における調査研究の一環

として、今後のマルチ・バイ協力の方向性・実施方法を探る目的で、久山純弘氏（平成７年１月より国

連合同監査団 - Joint Inspection Unit - 監査官、元ＨＡＢＩＴＡＴ事務次長）を座長とした「国連との連携

協力推進のための検討会」を設置し、計４回検討会を開催した。本調査研究報告書は、この検討会での

講演、討議内容を踏まえ、ＪＩＣＡの実務担当者、特に在外事務所での執務参考資料となるよう、ま

た、連携協力推進室におけるＪＩＣＡのマルチ・バイ協力に関する総合的な企画立案、情報の整備等に

資するよう取り纏められたものである。
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２．範囲と内容

本報告書は、今後ＪＩＣＡが、国連諸機関といかに関わっていくべきかを模索するための第一歩とし

て、その活動の中心をフィールドに置き、フィールドネットワークや事業枠組みについて参考とすべき

点も多いと目される現地主導型の国連開発計画（UNDP: United Nations Development Programme) 及び国連

児童基金（UNICEF:United Nations Children's Fund) を研究対象とし、両機関とＪＩＣＡにおける援助シス

テム、事業枠組みの具体的な相違点、類似点を把握するとともに、ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦが代表する

国連による開発協力との連携促進にむけてＪＩＣＡが克服すべき課題、提言を取り纏めたものである。

従って、本文中に使われている”国連機関”とは、基本的にはＵＮＤＰ及びＵＮＩＣＥＦを指すもので

ある。

また、本調査研究においては、ＵＮＤＰ及びＵＮＩＣＥＦの援助システム、事業枠組み、またそれら

が有する優位性の観点から連携の意義を再考し、ＪＩＣＡの国連機関との連携協力における総合的な企

画立案及び必要な情報の整備に資することを目的とした。従って、国連組織全体が直面している課題、

即ち、開発分野における多岐にわたる活動に必要な裏付けとして財政基盤の強化及び優秀な人的資源の

確保並びに、援助調整機能の強化については、我が国の国連に対する今後の関わり方に大きく影響を与

える側面ではあるが、今後、国連が克服するべき課題として認識するのみにとどめることとし、詳細な

分析については今回の対象範囲からは除外することとした。

　

３．構成

本報告書は、本章に続き、第一章から第三章及び資料編により構成される。

第一章においては、途上国、援助機関それぞれにとっての連携の意義を考察する。また、我が国並び

に国連の双方の観点から連携の推進を必要とする背景を概観するとともに、連携によりＪＩＣＡ及び国

連機関（ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦ）にもたらされるメリットを整理した。

第二章においては、”連携”の定義を類型毎に分類しながら整理し、各形態における過去の実績、問

題点について考察するとともに、今後の連携促進に向けて克服されるべき課題をＪＩＣＡ、国連それぞ

れについて整理した。さらにＪＩＣＡが国連との連携を推進するにあたって影響を受ける我が国の援助

制度についても基本的な認識として確認するよう補足した。

第三章はまとめの章として、情報交流、体制、人材面の観点から、第二章で整理された克服されるべ

き課題を中心に、今後ＪＩＣＡが国連との連マルチ・バイ協力を推進していくにあたって、具体的にど

のように取り組むべきかを提言した。

なお、ＵＮＤＰ及びＵＮＩＣＥＦの援助システム、事業枠組み等についての説明を含む国連について

の基礎的な情報及び検討会で取り上げた連携案件ケーススタディー等については、今後、国連との連携

を推進していく上で実務者が適宜活用できるよう本編とは別に資料編としてまとめた。
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４．検討会参加者及び検討会スケジュール

各検討会は、以下に述べるＪＩＣＡ内外の国連勤務経験者を含む参加者により構成された。　

４－１．検討会参加者

（１）座長　久山　純弘（平成７年１月より国連合同監査団監査官、元ＨＡＢＩＴＡＴ事務次長）

（２）外部有識者（括弧内は参加した検討会）

北谷　勝秀 ＵＮＤＰ上席顧問（第１、３、４回）［元ＵＮＤＰミャンマー常駐代表、

ＵＮＦＰＡ専務次長］

久木田　純 ＵＮＩＣＥＦ東京事務所事業調整官（第２、３、４回）

佐藤　秀雄 ＵＮＤＰ東京連絡事務所所長（第４回）

小山田　英治 ＵＮＤＰ東京連絡事務所事務官（第４回）

西野　桂子 グローバルリンクマネジメント（株）専務取締役（第４回）［元ＵＮＩＣＥＦ］

（３）ＪＩＣＡ内部参加者（［］は国連機関との関係を示す）　　　　　　　　　　　　　　　　　

松浦　正三　 企画部地域一課課長（第４回）

力石　寿郎　 企画部地域三課課長（第４回）

新井　明男　 鉱工業開発協力部鉱工業投融資課課長（第３回）

［元ＪＩＣＡ医療協力部ＵＮＩＣＥＦ担当］

黒沢　啓　 企画部企画課課長代理　（第１、３回）［元ＵＮＤＰ事業政策評価局出向］

伊禮　英全 企画部地域第三課課長代理　（第１、２、３、４回）

佐原　隆幸 国際協力総合研究所人材養成課課長代理（第１、２、３、４回）

関　　博之　 企画部連携協力推進室（第２、３、４回）　　　

本田　恵理　 企画部連携協力推進室　（第４回）

浜田　哲郎 企画部地域第一課ジュニア専門員（第１、２、３回）

［元ＵＮＤＰケニア事務所］

畑中　初音 企画部環境女性課ジュニア専門員（第１、２、３、４回）

［元ＵＮＩＣＥＦコスタリカ事務所］

篠崎　泰昌 国際協力総合研究所調査研究課課長代理　（第１、２回）

菅原　鈴香 国際協力総合研究所調査研究課ジュニア専門員　（第１、２、３、４回）

［元ＵＮＩＣＥＦ本部及びアフガニスタン事務所］

　　

（４）事務局（取り纏め・執筆）

橋本　栄治　 国際協力総合研究所調査研究課課長

水野　敬子 国際協力総合研究所調査研究課ジュニア専門員

［元ＵＮＩＤＯ／ＵＮＤＰマレイシア事務所］
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４－２　各検討会の内容及びスケジュール

日　程

第１回検討会（８月１２日）

　午後１：００～３：００

　国総研２Ｆ大会議室

第２回検討会（９月５日）

　午後１：００～３：００

　国総研２Ｆ大会議室

第３回検討会（９月２６日）

　午後１：３０～３：３０

　国総研２Ｆ大会議室

第４回検討会（１０月１９日）

　午後１：３０～３：３０

　国総研２Ｆ大会議室

内　容

ＵＮＤＰプロジェクト事業及

び連携に関する説明

ＵＮＩＣＥＦプロジェクト事

業及び連携に関する説明

ＪＩＣＡ・ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦ

各国連機関との連携案件ケー

ススタディー

　　　　　総まとめ

主な発表者

北谷 勝秀ＵＮＤＰ上席顧問

久木田 純ＵＮＩＣＥＦ東京事務所事業調整官

１．ＪＩＣＡ鉄工業投融資課課長　新井 明男

　（ＵＮＩＣＥＦ感染症ワクチン供与）

２．地域一課ジュニア専門員　浜田 哲郎

　（ＵＮＤＰとのカンボディア三角協力プロジェクト）

３．ＪＩＣＡ企画課課長代理　黒沢 哲

　（ＵＮＤＰとの連携協力について）

参加者による討論型式
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第一章：　連携の必要性と意義

近年、ＤＡＣ加盟諸国においては、政府開発援助予算が軒並み減少しているという、いわゆる”援

助疲れ”といわれる厳しい状況の中、我が国は、累次の中期目標の設定により、二国間援助予算とと

もに世界銀行をはじめとする国際機関に対する拠出及び出資においても、これまでのところ増加の傾

向にあり、ＯＤＡの規模においては世界一の地位にある。

こうした状況において我が国は、二国間援助とともに、国際機関による開発援助についても、その

効果・効率性及び持続可能性の観点からみて適切に実施されているかどうか一層高い関心を払う必要

がある。また、国連機関を通ずる援助の質の向上に資するためにも我が国は、資金貢献のみならずそ

の援助政策、開発援助の在り方についての発言力を強化するとともに、リーディングドナーとしての

必要な影響力を備えていくことが期待される。

かかる観点から、国際機関との緊密な交流を保ちつつ、必要な情報を収集、整備の上、適切な連携

を推進していくことは、我が国の無償協力、技術協力の実施機関であるＪＩＣＡとしても、今後一層

積極的に取り組むべき課題と考えられる。

国際機関の中でも特にＵＮＤＰ及びＵＮＩＣＥＦは、途上国のそれぞれの発展段階において抱える

固有の開発ニーズに応えるべく、国別の５カ年援助計画を策定する等、援助実施に際する枠組みが確

立されているフィールド重点型の国連機関であり、ともに無償の技術協力業務を実施していることか

ら、ＪＩＣＡと両機関との連携は、その効果も大きいと期待される。　

途上国側の開発ニーズを踏まえ、ＪＩＣＡ及び国連機関が、それぞれ比較優位性を持つ分野、経

験、援助形態、援助のサイクル等について互いに認識・尊重し、可能な範囲での連携を図り、限りあ

る援助資源を有効に活用することは、途上国における援助プログラムの効率性向上のみならず、規

模、内容、効果の面で単独ではなし得ない協力の展開が可能となることからも、開発援助における連

携の意義は大きい。加えて、援助の効果的実施のためには重複や複数の理念は途上国の混乱を招くも

のであり、援助機関間の連携・協調による調整は重要であると考えられる。

本章では、連携の意義を、途上国（受益国）及び援助機関それぞれの観点から整理し、我が国及び

国連機関が、連携を必要とする背景を考察するとともに、ＪＩＣＡ及び国連機関それぞれに特化した

意義について整理する。加えて、ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦによる援助の特徴、優位性について整理す

る。

１．途上国及び援助機関にとっての連携の意義

開発援助実施における複数の援助機関による連携は、被援助国及び援助機関それぞれの観点から以下

のような意義があると考えられる。

１－１　途上国（受益国）にとっての意義

（１）さまざまな援助ニーズへの的確な対処

連携により、各援助機関の優位性を選択的に動員することが可能となるため、多様化、高度化、



– 6 –

複雑化した開発課題に伴う援助ニーズへの的確な対処が得られ易い。

（２）単独機関ではなし得ない協力の享受

連携を通して途上国における援助プログラムの効果、効率性の向上のみならず、規模、内容、効

果の面で一援助機関が単独ではなし得ない協力が期待できる。

（３）援助調整にかかる負担の軽減及び援助の重複の回避

　 連携の結果、ドナ－間の役割分担が調整される等、途上国にとってドナ－側との対応が容易とな

り、援助の重複が回避できる。

１－２　援助する側にとっての意義

（１）ノウハウ、経験の共有化　

途上国の開発ニーズの分析やプロジェクトの発掘、その他援助手法一般に関し、双方の有する知

見、ノウハウや経験の相互学習と、その活用が可能となる。

（２）援助の重複、競合の回避、相互補完関係の強化による援助の効果、効率性の向上　

地球規模の課題等に対する援助政策の策定及び実施について、連携協調を推進することで援助機

関がより統合・包括的に取り組むことが可能となり、活用する資金、援助スキーム、適正技術、

援助対象地域、セクター等の面で相互補完が期待でき、援助資源の有効活用が図られる。

（３）双方の理解、認識の促進

お互いの組織、援助システムについての理解、認識の促進につながり、システム、スキーム等の

改善及び汎用性の向上に資する。

２．我が国（ＪＩＣＡ）並びに国連機関にとっての連携の必要性及びそのメリット

開発援助の質的向上を目指すにあたり、我が国及び国連機関のいずれにとっても単独での取組みには

限界があり、連携はさまざまな側面において相互補完を可能にするところから、双方にとって今後一層

その必要性を増すと考えられる。我が国及び国連が連携を必要とする背景及び連携によりそれぞれにも

たらされるメリットを以下に整理する。

２－１　我が国ないしＪＩＣＡが連携を必要とする背景及び連携のメリット

　

冒頭で述べたように、我が国が、開発援助において資金的な貢献とともにその質の向上にも多いに貢

献するためには、日本の二国間援助の質的向上に加えて、国際機関に拠出した資金が援助目的に対して

効率的、且つ効果的に運用されているかをモニターする能力を強化し、必要な影響力を行使していくこ

とが重要となってきている。そのためには、我が国ＯＤＡの政策策定、実施の各レベルにおいて、国連
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と緊密な交流を保ち、適切な連携方式を必要に応じて提案し、実施していくことが望まれる。かかる観

点から、ＯＤＡ実施機関であるＪＩＣＡとしても、ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦ等国連機関との効果的な連

携を推進していくことは今後一層その重要性を増すと考えられる。

ＪＩＣＡのこれまでの援助は、特に東南アジアをはじめとするアジアを中心に展開されてきた。しか

しながら、これらアジア諸国が援助から離陸していくにつれて、アフリカ、中南米、中近東、東欧諸国

等へと援助対象地域は拡大しつつある。加えて、これまで援助実績の乏しい分野、とりわけ貧困、人

口、環境等の地球的規模の課題への取組みの重要性の高まりと、かかる援助要請が増加している中で、

今後、こうした地域、分野についての援助研究に一層力をいれるとともに、複雑化、多様化した開発課

題に取り組むために、連携協力を含めた援助形態の多様化、柔軟化を図っていく必要がある。

従って、ＪＩＣＡが今後一層協力を広めていくべき地域及び分野における経験が豊富と考えられる現

地主導型のＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦと連携することによって得られる相互補完及び学習効果は大きい。

例えば、ＪＩＣＡには住民啓蒙、組織化のノウハウを有する専門家の確保に困難が伴うが、ＵＮＤＰ、

ＵＮＩＣＥＦと共同で取り組むことにより住民の参加及び住民レベルでの技術普及を確保することが可

能となる等があげられる。こうした連携の結果、増大する二国間援助予算の効率的執行にもつながり、

連携協力が我が国ないしＪＩＣＡにもたらすメリットは大きいと考えられる。以下メリットとなる点を

囲み１に取り纏める。

囲み１．ＪＩＣＡにとっての連携のメリット

（１）我が国援助の効果、効率性の向上

　・ ＵＮＤＰ及びＵＮＩＣＥＦの有する経験や知識、広範なフィールドネットワーク、また国連の

事業枠組み等を活用することによりＪＩＣＡの援助の幅を広げ、援助の質、効率を高めること

が可能である。

　・ 両機関のカントリープログラミング、プロジェクト形成等の援助手法について学習することが

可能である。

（２）援助の重複、競合の回避、相互補完関係の強化

　・ ＪＩＣＡが実施したプロジェクトのフォローをＵＮＤＰ及びＵＮＩＣＥＦに託す、或はその逆

を行なったり、双方がそれぞれの優位性を生かしつつ相互補完的にプロジェクトを実施するこ

とにより、プロジェクトの効果的運営且つ持続可能性が期待でき、きめ細かな援助を実施でき

る。

（３）中立性の確保

　・ 国連機関との協調は、援助の中立性を高め、他のドナーとの調整注）が期待できる。

（４）リーディングドナーとしての我が国の役割強化への寄与

　・ 連携により、国連機関の援助に対する理解を深め、意見交換、情報交流の機会を促進すること

により、主要拠出国としての拠出金の効果的活用に対するモニター機能を強化せしめ、国連の

実施する技術協力に対する我が国の必要な影響力を増すことに資する。

注） ＵＮＤＰの常駐代表は、国連機関全体の常駐コーディネーター（ Resident Coordinator )として国連機関によるその

国における開発援助活動の調整役をになっているため、ＵＮＤＰとの交流を常に保つことにより、国連関連の援

助動向が把握できる。
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２－２　国連が連携を必要とする背景及び連携のメリット

　

ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦのいずれにおいても、自己資金のみでは包括し得ない部分、分野へもその援

助の幅を広げるためには、他の援助機関との連携協力を可能な範囲で推進していくことが必要である。

従って、今やＯＤＡ実績世界第一位の援助大国となった日本と、開発協力における様々な側面において

連携を促進していくことは、自らの事業の拡大、強化を図っていくために重要であり、今後、その意義

は一層認識されると思われる。　

ＵＮＤＰは、国連の援助システムの中心的機関として、国連全体の援助の調整をするとともに、被援

助国においては、その国に対する他の援助機関からの援助全体の調整を行なうことが期待されている。

従って、ＵＮＤＰの国別援助計画は、他の援助国との調整に基づいて、それらの援助国の援助計画も盛

り込むように作成されるべきであり、そのためには、他機関とのさまざまな側面における援助協調を促

進し、緊密な情報交換を行なっていくことが必要となる。特に、日本が最大援助国となっている東アジ

アの成長地域等における援助計画については、日本との協調により、限りある援助資源の有効活用を目

指すことが必要である。またＵＮＤＰは、国別援助計画に加えて、開発援助全般における戦略、政策を

掲げているが（ＵＮＩＣＥＦ、ＵＮＦＰＡと策定した２０：２０協定注１等）、このような戦略、政策

も、日本を含む他のドナー及びそれらの援助機関との普段からの地道な交流の蓄積による協力体制が構

築されていなければ、具体的なアクションへの支援は得られず、単なるステートメントで終わってしま

う恐れが大きい。従って、今後ＵＮＤＰが、各ドナーとの協力体制を確立し、自らの援助調整機能の強

化を図っていくためにも、ＪＩＣＡを含む他の援助機関との情報交流や援助スキームの研究を推進し、

効果的な連携体制を築くための対話を促進することが必要であると考えられる。

ＵＮＩＣＥＦは、社会開発分野の向上をその活動の重点政策とし、９０年に子供のための世界サミッ

トで合意された２０００年までに達成すべき具体的な諸目標として、１）５歳未満児の死亡率を下げ

る、２）妊産婦の死亡率を下げる、３）栄養を改善する、４）安全な水を手にいれる、５）基礎教育の

普及、６）非識字率を下げる、７）特に困難な状況下にある子供の保護をすることという７項目の実現

を強く訴えている。これらの目標は、ＵＮＩＣＥＦのみでは達成し得るものではなく、他の援助機関、

また途上国自身を動員した連携協力はその実現に大きな役割を果たす。例えば、ＵＮＩＣＥＦとＪＩＣ

Ａは、感染症予防接種体制の整備にかかる分野での連携実績があるが、今後同分野におけるＪＩＣＡと

の連携協力を他地域へ拡大する、或いは他分野における連携のパターン化を促進することにより、ＪＩ

ＣＡとの連携体制をより確かなものにしていくことは、ＵＮＩＣＥＦ自身の事業目標を達成していくた

めにも必要であることと考えられる。

国連、特にＵＮＤＰ及びＵＮＩＣＥＦが、我が国ないしＪＩＣＡとの連携の促進により得る意義とし

て以下のように囲み２にとりまとめる。

注１ 人間開発に関する協定として、ＵＮＤＰが、ＵＮＩＣＥＦ、ＵＮＦＰＡとともに打ち出した政策で、途上国の国家予算の２０
％、ドナー国にとってはＯＤＡの２０％を基礎保健、栄養、給水、衛生といった基礎的社会サービス分野に投じていくことにより、
上述した初等教育や公衆衛生などの社会分野において２０００年までに達成すべき目標が表現可能となるとし、途上国及び先進国援
助機関に協力を強く求めているもの。
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囲み２．国連にとっての連携のメリット

（１）目標達成に必要とされる相互理解の促進

　・ さまざまなレベル、側面における連携、協調を積み重ねることで我が国のＵＮＤＰの援助に対

する理解を深めることが可能となり、ＵＮＤＰ及びＵＮＩＣＥＦが掲げる特定の政策（例えば

上述した社会開発における２０：２０協定）等に対するＪＩＣＡの協力－技術、資金、人材等

－を強化、促進し、政策目標の達成の実現が可能となる。

（２）相互補完の強化・促進による開発協力における援助効果及び効率性の向上

　・ 国連機関の資金不足により実施できない部分／案件（例：ＵＮＤＰのパイプラインプロジェク

ト注）について、我が国との連携協力により実施が可能となったり、ＪＩＣＡからの機材等の

インプットによる自己資金の他分野での有効活用や、プロジェクトの拡充・拡大が可能とな

り、途上国における援助プログラムの効率性及び効果の向上が期待できる。。

　・ 我が国の無償援助により供与された施設や機材等のハード面での援助を、国連側からのソフト

面での協力により補完し、それぞれの援助の効果をより高くすることが可能となる。

（３）ＪＩＣＡの有する知識や経験の共有・活用

　・ 我が国は、世銀のポリシーリサーチレポート「東アジアの奇跡」等でとりあげられているよう

な高成長をとげている東アジアの成長地域のほとんどにおいて最大援助国であり、それらの地

域の経済発展に大きく貢献している。従って、連携を通してＪＩＣＡのこれらの国・地域への

援助経験・知識・情報を共有し、活用することが可能となる。

　・ アジア諸国等におけるプロジェクトの実施において、適宜日本人専門家活用の道を開くことが

可能となる。

（４）援助調整機能の強化

　・ 連携により大使館、ＪＩＣＡ在外事務所との情報交流を推進していくことで、より長期的な観

点からの政策対話や、より具体的な個別レベルでの連携案件を発掘する機会が促進されるとと

もに、援助の調整が図れる。また、我が国を始めとするドナー諸国との交流を深めることによ

り、途上国に対する援助の調整を促進し、一体となった無駄のない援助が実施できる。

注） 途上国の要請に基づき、国連機関が独自の財源を使って形成したにも拘わらず、資金不足等で実施が保留となっ

ているプロジェクト

３．ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦによる援助の特徴及び優位性

ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦの援助システム、事業枠組み等についての詳細については、資料編の中にま

とめた。ここでは、ＪＩＣＡの援助システム、事業枠組み等との具体的な相違点、類似点について把握

するため、両機関による援助の代表的な特徴及び優位性として一般的に認識されているものについて、

表１－１及び１－２にまとめた。
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表１－１　ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦによる援助の特徴

ＵＮＤＰ ＵＮＩＣＥＦ

フィールド
ネットワー
ク

在外事務所１３２カ所に職員の約８５％が在勤し、
在外主導型。

１１５カ国の被援助国に職員の約８０％を配置し、
１３８ヶ国で開発プログラムを実施している在外
主導型。

・ＬＤＣ重視（第５次サイクル国別プログラム実　
　施予定額８７％が一人当たりＧＮＰ７５０米ド　
　ル以下の国に充てられている）

・予算配分はアフリカ４６％、アジア太平洋地域　
　３７％

・貧困撲滅、環境再生、雇用創出、女性の地位向上

・子供の健康と福祉の向上を使命とし、「２００
　０年までの子供の開発のための目標と戦略」に
　基づき、母子保健、栄養、給水、基礎教育、女
　性支援を中心に活動している。

・アフリカ地域が優先地域

・スタッフの４０％をサブサハラアフリカに配置。
・技術協力（専門家派遣、研修員派遣、機材供与、
　資金供与等）

・在外事務所主導。

・各プロジェクトは原則として要請ベース。

・５カ年ごとに策定されるカントリープログラムに
　基づき開発プロジェクトを実施し、サイクルの半
　ばに被援助国とともに軌道修正のための中期見直
　しがされる。

・ＩＰＦ（Indicative Planning Figure) は、各国に対
する５年間のプログラムサイクルの援助実施予定
額で、各途上国の人口、一人あたりＧＮＰ、開発
の程度により５カ年ごとに算出される。（現在は
第５次プログラムサイクル：'９２～'９６）。

・プロジェクト実施は、協力分野の開発目標、プロ
　ジェクト達成目標、そのためのＵＮＤＰ側、被援
　助国側のインプット、プロジェクトのアウトプッ
　トを明記したプロジェクトドキュメントに基づき
　行なわれ、プロジェクトによるインパクトが評価
　できるようデザインしている。

・途上国の自助努力、能力形成、プロジェクトの持
　続性を念頭に、被援助国自身によるプロジェクト
　の実施（National Execution ）の援助を推進して
　いる。

・プロジェクト毎にワークプランを立て、実施中に
　三者（政府、ＵＮＤＰ、実施機関）により定期的
　な見直しを、軌道修正する。

・技術協力（専門家派遣、研修員派遣、機材供与、
　資金供与等）

・在外事務所主導。

・プログラム策定作業初期から被援助国を関与せ
　しめ、プログラムへの被援助国のコミットメ　
　ントを確保し、当該国の関係省庁及びＮＧＯに
　よりプロジェクトを実施することにより、持続
　可能性が確保される。

・プログラムサイクルは５カ年で、サイクル５年
　目に次期プログラムサイクルに向けて国レベル
　で子供と女性の現状分析を行ない、それに基づ
　きカントリープログラム、分野別計画、マスタ
　ープラン、プロジェクト別事業計画を策定する。
　プログラムサイクル開始後は、プロジェクト活
　動年次計画、また軌道修正のための中期見直し
　を組み込んでいる。

・事業実施予算は、５年毎に決定し、政府負担　
　分、ＵＮＩＣＥＦ負担分をそれぞれ提示する。

・評価が可能な数値目標をプログラム計画段階で
　設定し、評価がプログラム軌道修正にフィード
　バックされるように仕組んでいる。

・低コスト、高インパクト、シンプルを基本とし
　て、目標に対してより大きなインパクトが期待
　できるプログラムに焦点をあてて活動をおこな
　っており、また目標達成のために、あらゆるレ
　ベルにおける社会動員を重視しており、参加型
　開発を実践している。

・国連加盟国からのコアファンドへの一年毎の任意
　拠出金より運営される（日本はコアへの拠出額に
　おいて米国に次いで２位）。

・プロジェクト予算における被援助国の現地通貨に
　よるコストシェアリングを可能な限り導入し自助
　努力を促進しているとともに、ＩＰＦを補填する
　ため、被援助国、第三国（ドナーも含む）による
　コストシェアリング、トラストファンドの形態で
　追加の資金を動員する。

・政府及び非政府機関からの任意拠出金により運
　営されており、政府部分については９８ヶ国の
　政府からの拠出金が全体の６８％を占めている。
　残り３２％は民間からの資金調達（寄付、グリ
　ーティングカードの収益を含む）によるもので
　あり、ドナー国からの影響を受けない自己財源
　を持つという特徴がある。

援助の重点
国・地域分
野

技協の種類
・実施体制
・援助シス
テム

財源及び
ＩＰＦ



– 11 –

表１－２　ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦの優位性

注）

ＵＮＩＣＥＦでは、約７０のフィールドオフィスで評価を兼任で担当するスタッフ（評価フォカルポイン

ト）が任命されており、ニューヨーク本部の評価室との連携のもとに、評価にかかる情報を共有し、評価体制を

強化促進するために各オフィスにおける評価計画の組み立てまた実施を支援している。また、６の地域事務所に

おいては、評価計画担当官を配置し、担当地域の評価計画を監理し、フィールドオフィス、本部評価室及び本部

プログラム部との協力体制を確立させている。

Ｕ　Ｎ　Ｄ　Ｐ Ｕ　Ｎ　Ｉ　Ｃ　Ｅ　Ｆ
・在外国連全機関の援助調整機能（援助機関ラウンドテー
　ブル主催等）を担い、途上国における援助コミュニティ
　ーにおいて主導的な役割を発揮する。

・国連による人道的緊急支援における調整及び、紛争終了
後の開発努力をリードする役割を担う。（９５年社会経
済サミットの調整役に任命されている）

・持続可能な開発を主眼として、被援助国自身によるプロ
　ジェクトの実施（National Execution）を推進し、職員に
　おいても現地化が進んでいる。（１９９４年１０月現在
　国際職員数１，０１６人に対し現地職員数５，６１５人）

・Institution building, Capacity building 等のソフト面での
　技術協力の経験が豊富である。

・開発課題全般を把握した包括的なカントリープログラム
　により総合的に問題を対処することが可能である。（当
　該国の開発計画、経済分析、重点分野を把握）
　
・プロジェクトの審査及び承認過程が明確である。

ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦ共通の優位性

・常に政治的中立性を維持する。（援助受取国の決定に際し、政治的要素に左右されない。）

・地球的規模の課題及び社会開発の各分野における政策、協定策定において主導的な役割を担う。

・現地の事情を踏まえた在外主導型の援助を実施しており、広範なフィールドネットワークと経験の蓄積がある。

・事業実施予算が５年毎に組まれるので、中長期的な計画の策定が可能である。

・よりマクロな観点から開発を捉え、複数プロジェクトにより大目標を達成するプログラムアプローチを推進して　
　いる。

・合意された詳細な計画書に基づいてプロジェクトが実施されており、開発目標、プロジェクト達成目標、被援助国
　政府及びプロジェクト関連機関との責任、分担が明確である。

・評価のフィードバックシステムが確立されており、軌道修正が可能である等（目標指標が定量的で、被援助国と共
　同体制で定期的な見直しがなされる）プロジェクト実施に必要な柔軟性がある。

・フィールドでのローカルの専門職員を増強したり、プロジェクトでローカルコンサルタントを積極的に登用するこ
　とで途上国の能力構築に貢献するとともに、より被援助国の立場からのきめの細かい援助に努める。加えて、国際
　専門職と現地専門職を組み合わせることで、それぞれの特性を生かした援助に努める。

・裨益者、マンデートが明確であるため援助の方向性、
　目的を定めやすい。

・子供の健康と福祉の向上に関する分野において専門的
　且つ豊富経験を有する。

・社会開発分野（特に保健分野）の各方面における政策
　スローガン（２０：２０等）、開発指標を打ち出し、
　それぞれの目的達成にむけて主導的役割を担う。

・援助の費用対効果を向上させるため社会開発経済分析
　室を設置し、スタッフやカウンターパートへの費用、
　財政面での研修を行なう。

・援助活動において社会の各レベルを動員することにた
　けている。

・国毎に評価担当（プログラムと兼務）を配置し、本部
　の評価室、プログラム部、地域事務所、フィールドオ
　フィス間の連携を確立することにより評価体制を強化
　し、評価結果を事業の向上に資するとともにアドボカ
　シー、資金調達にも活用する。注）
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第二章：連携の類型と過去の実績及び課題

本調査研究は、様々な連携の形態の中でも、特に個別案件における連携を促進するための制約事

項及び課題を整理することを当初の目的としたが、単一プロジェクトの共同実施、或いはプロジェ

クトサイクルを時系列的に分担、フォローする等の形態のみを連携案件として捉えるにとどまら

ず、さらに広意義に連携を解釈し、さまざまなレベル、形態での連携・協調を促進していくことも

含めて検討することとした。

従って本章前半においては、連携を可能な限り広く捉え、連携の類型をパラレル型、フォロー型

とに大別し、パラレル型連携についてはさらに、政策レベルでの協調としてマクロ的パラレル型連

携、単一プロジェクトレベルでの連携としてミクロ的パラレル型連携とに類別し、整理することと

した。

後半においてはまず、過去における国連との連携実績はどのような傾向を持ち、それぞれの形態

毎による連携実績から、連携促進を困難としている問題点を抽出し、それらをＪＩＣＡ、国連それ

ぞれの観点から連携促進のために改善すべき問題点として整理した。また、ＪＩＣＡのみでは改善

できない外的な制約要因として我が国開発援助の仕組みについても捕捉することとする。

１．連携の類型

連携を類型別に整理するにあたって、本報告書においてはパラレル型（マクロ的、ミクロ的）、

フォロー型とに大別し、次頁の連携図をもとに定義、整理する。

１－１　パラレル型連携

マクロ的な観点からの連携方式とプロジェクトレベルでのミクロ的な観点からの連携方式とに大別

して捉える。

（１）マクロ的パラレル型連携

マクロ的パラレル型連携は、政策レベルでの連携を指し、基本的には、各ドナーが、政策レベルに

おいて、国際社会が共通認識する開発課題に対してより統合的・包括的に取り組むことで一層の援助

効果をあげることを目的とする。

第一段階は、公式、非公式の場における国連との情報及び意見交換を実施することである。これ

は、双方の組織、活動内容に対する理解を深め、且つそれぞれが持つ被援助国の援助情報、または特

定の援助テーマについて情報交流、意見交換を促進することを目的とし、様々な形態及びレベルによ

る実施が可能である。

第一段階の情報及び意見交換の実施は、次なる段階の連携形態である援助政策、取組みについての

具体的な協調へと発展し、これは、世界レベル、あるいは地域・国レベルにより整理される。

世界レベルでの協調は、環境、人口、貧困問題等地球的規模の課題に対する援助の取組みについ
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て、国際的な合意のもとに打ち出された諸々の援助政策、方針についてマルチ及びバイのドナーが協

調し、援助活動を展開する方式である。

地域及び国レベルの援助における協調は主として、定期協議等の援助協議により、同一地域あるい

は特定国の開発重点分野、援助の基本方針、援助目標等の策定において大枠の合意を達成することで

ある。協議に関わった各援助機関は、政策レベルで協議設定された援助枠組みの中で、それぞれの援

助システムの比較優位性を最大限に生かしつつ、相互補完的な、或は相乗効果をもたらすプロジェク

トを形成、実施するわけであるが、これは結果的に以下に述べるミクロ的パラレル型連携及びフォ

ロー型連携の促進につなぎ得る。

（２）ミクロ的（プロジェクトレベルにおける）パラレル型連携

ミクロ的パラレル型連携は、特定分野、地域、国におけるプロジェクトレベルでの援助において、開

発目標に対して、各機関が独立した資金、マネジメントのもとに相互補完的な、あるいは相乗効果をも

たらすプロジェクトをそれぞれ計画、実施したり（並行実施型）、単一プロジェクトにおいて、その構

ミクロ的パラレル型

（プロジェクトレベル）

パラレル型

連携

援助政策協調

知的交流

情報交換

マネジメントサービス

地球的課題、特定分野に
対する援助政策に関する
協調

フォロー型連携

プロジェクトサイクルの各段階に

よる引き継ぎ

フェーズによる引き継ぎ

パターン化した事業の拡大・引き継ぎ

合同セミナー・ワークショップ

プログラム・プロジェクトサイクル
の段階的参加および共同実施

世界レベル

地域・国レベル

図２－１  我が国ないしＪＩＣＡと国連との連携方式

マクロ的パラレル型
（政策レベル）

特定地域、国に対する援
助政策に関する協調

コストシェアリング

合同評価

研修の相互活用

・並行実施型
・単一プロジェクト型

共同研究

人事交流

本部、フィールドレベルでの情
報交換

パラレルファイナンシング

・国連先行型
・ＪＩＣＡ先行型
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成要素により分割し、相互に調整しつつ連携実施する方式及びどちらかの機関のイニシアチブのもとに

既に実施されているプロジェクトに他方の機関が参加する方式（単一プロジェクト型）に大別できる。

ミクロ的パラレル型連携は以下に述べるいくつかの形態がある。

第一の形態としてパラレルファイナンシングがあり、プロジェクトサイクルの初期段階、すなわち発

掘段階から共同の作業体制により形成されたプログラム及びプロジェクトの実施に際して、必要な投入

要素ごとに分担し、相互に調整しつつ連携協力を実施する方式、あるいは、一元化されたマネジメント

のもとで共同プロジェクトを実施する方式がある。

第二の形態は、ＵＮＤＰが、我が国の援助協力プロジェクトの運営や支援サービスを提供する方式

( Management services ) である。これはＵＮＤＰ が途上国政府、あるいはドナーに代わって、開発計画

の策定や技術協力プロジェクトの運営及びそれに必要な支援サービスを提供する方式を活用するもので

ある。ローカルコストの負担が期待できない国の場合や、日本側で専門家を確保し難い職種を必要とす

る案件の場合にメリットがある。

  第三の形態として、双方のプログラム及びプロジェクトの計画、実施段階への参加がある。これはＵ

ＮＩＣＥＦの現状分析、ＵＮＤＰの国別計画策定作業等へのＪＩＣＡの部分的な参加及びその成果の活

用、またはＪＩＣＡの国別援助実施指針、国別事業実施基本計画策定作業等へのＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥ

Ｆの部分的な参加及びその成果の活用などによる連携形態である。

第四の形態として、コストシェアリング方式がある。これは、国連の特定プログラムやプロジェクト

の一部の資金を我が国が負担する方式であり、外務省の人造り開発基金が該当するが、我が国の開発援

助における実施機関としてのＪＩＣＡの位置付け、現行の援助スキームに鑑みると、ＪＩＣＡがこの連

携方式を実施、促進するのは現状では困難である。

第五の形態として、合同評価があげられる。これは、一方のプロジェクトについて合同で評価した

り、テーマ別、国別に双方のプロジェクトを合同評価する等、本部レベルで提案するもの、あるいは在

外レベルで、提案、計画できるもの等さまざまな規模、パターンが考えられる。

１－２　フォロー型連携

フォロー型連携は、プロジェクト事業が時系列にＪＩＣＡ、国連により分担あるいは引き継がれる連

携形態で、以下に述べる三形態はそれぞれ、ＪＩＣＡ先行型、国連先行型と二つのパターンに分かれ

る。

第一の形態は、単一プロジェクトのプロジェクトサイクルの各段階を分割し、国連あるいはＪＩＣＡ

により時系列的に実施された援助によってひとつのプロジェクトサイクルを形成するといった連携の態

様を指す。例えば、発掘・計画を国連、あるいはＪＩＣＡが行ない、実施以降を他方の機関が引き継ぐ

というパターンである。

第二の形態として、国連あるいはＪＩＣＡの実施したプロジェクトの第二フェーズを他方の機関が引

き継いだり、ＪＩＣＡが無償資金協力、あるいは機材供与を実施したものについて国連が技術協力で

フォローアップする方式がある。　

第三の形態としては、国連ないしはＪＩＣＡの既存事業及びパターン化したプロジェクト事業を他の

地域（国）及び分野に他方の機関が拡大していく方式もこの連携形態と考える。
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２．過去の連携実績の傾向と問題点

２－１　過去の連携実績の傾向　

過去における国連との連携は、確立した枠組み或いは統一されたルールに基づき推進されてきたもの

ではなく、ケースバイケースの対応により実績が蓄積されてきた。比較的実績の多い連携形態はマクロ

的パラレル型連携であり、中でも意見及び情報交換を主眼とした合同セミナー、ワークショップ等によ

る連携は多く行なわれているが、双方が合意した継続的な連携枠組みのもとに計画的に実施されてきた

わけではない。

プロジェクトレベルにおける（ミクロ的パラレル型）連携協力については、双方の実務者が直接的に

関与する要素が多く、かかる援助調整の負担も大きいため、ＪＩＣＡ、国連双方において、概して消極

的な取組みとなる傾向がある。ＵＮＤＰとの合同評価は過去において実績があるが、近年は実施されて

いない。プロジェクトレベルでの連携形態の中でも合同評価は比較的調整しやすく、国連が確立してい

る評価手法等について直に学習することも可能であるので、継続的な枠組みの中で再度実施を試みるこ

と等を検討するべきである。

プロジェクトレベルでの連携協力にかかる援助調整については、本来、被援助国政府の援助窓口が主

体となり、それぞれの援助機関（マルチバイを含めた）の専門性、優位性をより効果的に生かせるよう

な体制を築くことが望ましいと考えられるが、現実的には、途上国の多くにおいて、連携協力に必要と

される調整能力が欠如しているため、ＪＩＣＡ、国連機関の積極的な支援及び双方間での調整の強化が

必要とされている。しかしながら、ＪＩＣＡ、国連機関双方の予算制度、プロジェクト管理、モニタリ

ング、評価等の援助手法、プロジェクトサイクル等の援助システムの相違に加え、連携の捉え方、目的

が必ずしも噛み合わなかった等の経緯によりなかなか実績を蓄積していくことが困難であった。　

一方、国連先行によるフォロー型の連携については、ＪＩＣＡが案件形成に際して国連との直接的な

協議、調整に関わらなくとも被援助国からの要請により、ＪＩＣＡベースの通常の案件と同様に実施す

ることが可能であるので、ＪＩＣＡ側に連携の意図がなくとも結果的に連携案件となったケースが多

い。

類型別による過去の連携実績例と、指摘のあった事実上の問題点を内部作成資料等を中心に表２－１

にまとめた。

２－２　連携促進上の課題

２－２ー１　ＪＩＣＡが改善に向けて取り組むべき課題

ＪＩＣＡが国連機関との連携を促進するにあたって改善すべき点としてまず考えられることは連携の

方針、枠組みの設定に必要な情報の整備である。国連システムと総称される多数の国連諸機関も、ＵＮ

ＤＰ、ＵＮＩＣＥＦを含む国連総会の決議により設立された１２の国連付属機関を始めとして、国連経

済社会理事会との協定によって設立された、経済・社会・文化・教育・保健等特定の分野に集中して活
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　表２－１　類型別による過去の連携実績とそれぞれについての問題点

参考文献：先進国援助機関・国際機関との連携実績（平成６年４月企画部作成資料）

動し、人事も予算もそれぞれ独立体制にある１６の専門機関の他、国際原子力機関等の自治機関等関連

する国際機関が多数存在し、個々の組織によりそれぞれ固有の特徴を有する。ＪＩＣＡにおいては、こ

れらの各機関毎の情報に加えてそれぞれの機関の意思決定メカニズムが十分把握されていないため、各

援助機関毎に連携方針及び戦略を立て、効果的な連携を推進することが困難になっている。よって連携

パラレル型連携実績（例） 問題点

マ
ク
ロ
的
パ
ラ
レ
ル
型

１．意見及び情報交換
・調査団による現地国連事務所への表敬訪問
・インフォーマルな意見交換
・合同セミナー及びワークショップ
２．援助政策についての協調
・ラウンドテーブル等への参加
・社会開発サミット（１９９５）での２０：２０協定等への合
　意
・ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦとの定期協議・援助協議
・ＵＮＤＰ本部への職員派遣

・国連諸機関の情報が未整理であるため、それ
ぞれの機関との連携に関するＪＩＣＡの考え
方、方針が明確になっていない。
・現地レベルで国連と国際会議、セミナー等を
共催するための予算の措置がない。
・過去における国際会議、セミナー等の開催は、
はアドホック的な色彩が強く、継続性に欠け
る。
・年次協議はＵＮＩＣＥＦとは８８年以来実施
されているが、ＪＩＣＡはオブザーバーとし
て協議に出席している。（ＵＮＤＰとの定期
協議は９１年以降開催されていない。）
・在外ＵＮＤＰのイニシアチブによる定例援助
協議会が開催されていない国もあり、情報交
換協議の場の恒常的確保がなされていないた
め、連携の形成はアドホック的であり、困難
である。
・ミクロレベルでの連携実績は、当該被援助国
国連代表事務所の日本人担当官の努力による
ところが大きい。
・在外主導の国連との連携、特に小規模の連携
は、当該国での援助協議が中心となるが、Ｊ
ＩＣＡの在外事務所は、決定権がないため全
て本部の意思確認が必要となり、調整に時間
がかかる。
・在外事務所の現状の実施体制では、積極的に
連携案件を発掘形成し、国連と調整を図る余
力に欠ける。

ミ
ク
ロ
的
パ
ラ
レ
ル
型

ＵＮＩＣＥＦ：
１．感染症特別機材（ワクチン）供与における連携
２．ネパール地方上水道保健活動におけるＪＯＣＶとの連携
３．タンザニア国母子保健プロジェクト（１９９５～）

ＵＮＤＰ：
１．ネパール河川護岸計画（１９８８）
　　日本の機材（無償)+ＵＮＤＰ専門家の技術指導、監督、研修
２．カンボジア三角協力（１９９４）（資料編参照）
３．人間開発基金、ＷＩＤ信託基金（コストシェアリング）
４．都市開発についての合同調査
５．ＵＮＤＰ評価専門家によるＪＩＣＡプロジェクトの評価

フォロー型連携実績（例） 問題点

１．プロジェクトサイクルの各段階による分担・分割方式
・ＪＩＣＡのＦＳを引き継ぎＵＮＤＰがプロジェクト協力するネパー
ルカトマンズ盆地地下水利用上水道整備計画（１９８８）
ＪＩＣＡが地下水源と水処理装置の開発のＦＳ調査を実施し、ＵＮ
ＤＰが水の供給及び分配システム、水質の改善への協力実施。

・ＵＮＤＰが発掘したプロジェクトをＪＩＣＡが引き継ぐ
ネパールルンビニ農村総合開発計画（１９８８、１９８９）
１９８５にＵＮＤＰがプロジェクトを発掘し、ＪＩＣＡの開発調査
によりルンビニ県を対象に農村インフラ、ＨＲＤ、生産増収計画、
環境保全を含むM/Sを作成し、Ｆ/Ｓも実施された。

２．フェーズによる引き継ぎ
・ミャンマー看護学校への協力（１９８８～）
日本の無償資金協力により建設された施設にＵＮＤＰがＷＨＯを通
じて技術協力を実施した。

３．パターン化した事業の拡大・引き継ぎ
・感染症特別機材供与におけるＵＮＩＣＥＦとの連携の対象国の拡大

・必ずしもＪＩＣＡ本部による意思決定の必要
　はなく、国連との連携関連案件として通常の
　案件と併せて要望せしめＪＩＣＡベースの案
　件として実施に移せるが、それに必要とされ
　る被援助国の判断力、調整能力が十分ではな
　い。

・国連先行型のフォロー型の連携案件を発掘す
　るにあたり、必要とされる国連プロジェクト
　に関する情報が必ずしも整備されていない。

・ＪＩＣＡ先行型で、国連側が引き継ぐことが
　望ましいと思われるプロジェクトに関して、
　積極的に国連側に提案する協議の場が確立さ
　れていない。
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実績も極めてアドホック的にならざるを得ない。また、実務担当者レベルに対して提供できるような国

連機関の活動に関する加工情報がないため、連携が担当者レベルからボトムアップ形式で促進される環

境が整備されないきらいがある。加えて、ＪＩＣＡの担当者レベルにおいて他の援助機関とのイン

フォーマルな情報交換を可能とするＪＩＣＡ事業に関する英文資料やインターネット等の通信インフラ

の整備が遅れているとともに、意識的にも情報化、システム化が進んでいないことが克服されるべき課

題として挙げられる。

第二に実施体制における課題点として、ＪＩＣＡの本部主導体制による分権化の遅れが挙げられる。

国別計画の策定やプロジェクト管理の面で在外主導体制をとる国連機関との連携は、ＪＩＣＡの在外事

務所が実態的な推進役を担うことが望ましく、それに見合った権限委譲が検討されて然るべきである。

また連携推進にかかるＪＩＣＡとしての方針が確立されていないため、在外事務所レベルで連携を計画

的に進めることが困難である。また、在外での国連との定期的な意見交換の機会を促進することが連携

促進に必要とされるが、在外事務所の現体制ではその余力に欠けることも問題となっている。特に国連

機関との情報交流、意見交換を恒常的に行なっていけるような中堅レベルの人材配置も必要である。

第三に、連携推進ひいては今後の事業の向上のためにも克服されなければならない人材面における課

題として、開発協力の各分野における専門性を持ち、国連機関とも十分に意見交流を遂行できる人材の

拡充と育成の強化が挙げられる。また、在外事務所の実施体制の強化に必要とされる現地での人材の育

成、活用にも取り組んでいかなければならない。

情報、体制、人材面においてＪＩＣＡが克服するべき具体的な課題について囲み３に整理する。

囲み３．　連携推進上のＪＩＣＡの課題

（１）情報整備面での課題

　・ 本部レベルでの情報整備、並びに在外事務所における情報交換（ドナー会議等）を十分に行な

う必要がある。

　・ 通信ネットワークにより英文で即公開できる情報が限られているので、国連機関との情報交流

に必要な報告書或いは案件要約等の英文の援助案件資料の整備が必要である。

　・ 短期及び中長期的な視点からの国、分野、地域別等の援助指針及び戦略に基づいた連携に関す

る情報、方針及び考え方がＪＩＣＡの中で十分に整理、確定されておらず対外的に発信できる

ようになっていないため、他の援助機関に対して、連携を戦略的にアピールしていくことがで

きない。

（２）体制面での課題

　・ ＪＩＣＡ在外事務所への業務委譲、ないし権限委譲が遅れている。

　・　実態的な連携推進役を担うべき在外事務所の陣容に質量ともに限りがある。

　・ ＪＩＣＡは、プロジェクトの計画策定が、「調査団／本部主導」であるので、プロジェクト計

画について在外が中心となり連携相手先と共同で合意形成を行なう体制になっていない。

（３）人材面での課題　

　・ 日本語を使う業務が多いため、在外事務所現地職員を現地プロフェッショナルとして活用する

ことが比較的困難であり、現地スタッフの陣容にも限りがある。このため在外業務の多くを少
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ない所員でこなさなければならないことから、国連機関との交流を促進し、具体的な連携案を

形成する余力に欠ける。

　・ 派遣される開発専門家及び職員のうち、海外経験の豊富な人材が限られている。このため、国

連の現地事務所との対話、調整等に不慣れな場合が多い。

　・　 さまざまな人材活用制度（専門員、企画調査員等）が十分に活かされていない等、効果・効率

的な人材活用が十分に図られていない。

　・ 人事異動が比較的短期間のサイクルで行なわれるため、人的ネットワークを含め効果的な連携

体制が構築され難い。

２－２－２　国連側が改善に向けて取り組むべき課題

国連機関は、日本との協調体制の強化を重視しているにも拘わらず、それは主として拠出金の増額や

プロジェクト資金の供給を期待しているもので、手間のかかる共同プロジェクトの実施等については概

して消極的であることは否定できない。また、ＪＩＣＡの援助スキームに関する知識が十分でないた

め、個別案件レベルでの連携に関しても、ＪＩＣＡの援助スキーム外であるコストシェアリングのよう

な形態での資金協力を求めてくる傾向が強い 。この背景としては、基本的には、国連主要メンバーの国

連離れ及び分担金主要拠出国の支払い遅延等による国連の資金不足の問題があり、コストシェアリング

等に前向きなドイツ、オランダ等の西欧諸国と同様な対応を日本にも期待しているという面がある。

今後、ＪＩＣＡとの連携を促進していくにあたっては、従来のような資金協力のみをねらった連携案

よりも、ＪＩＣＡの援助スキームをよく研究し、ＪＩＣＡに比較優位性のある技術分野、形態を知った

上で、双方の相互補完性をより生かせる連携を提案していくことが望まれる。

マルチ・バイ協力を推進するにあたって一般的に問題となる国連側の課題を以下囲み４にとりまとめ

る。

囲み４．連携推進上の国連側の課題

（１） 途上国によっては、援助調整のためのドナー・ミーティングを開催しておらず、ＵＮＤＰの中

心的役割である他のドナーをリードし、援助調整をする機能 が十分に発揮されていない場合

がある。

（２） ＪＩＣＡ在外事務所や日本大使館との交流、対話が少なく、連携促進の土壌となるコミュニ

ケーションが十分ではなく、加えて、連携先としてのＪＩＣＡの援助スキーム、業務内容等に

対する研究も十分なされていないため、日本のＯＤＡの仕組みに関する知識が乏しい。結果と

して日本に対しては、コストシェアリング等のプロジェクトへの資金協力のみをねらった連携

を期待しすぎる。

（３） 国連機関からＪＩＣＡを含む二国間援助機関への出向制度がなく（その逆は存在するが）、国

連職員が直接組織の中に入って実際にＪＩＣＡ業務に携わることにより、日本の援助制度や仕

組みを理解する機会がなく、連携促進を支援する体制が組織の中で確立されていない。
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（４）国連における職員の出身国に偏りがあり、邦人職員の絶対数が少ない。円高に伴う国際機関の

待遇の相対的低下により日本の優れた人材が国際機関で活躍する上で障害となっていることも

あ り 、 日 本 と の 連 携 推 進 へ の 有 力 な 架 け 橋 と な り 得 る 人 材 の 十 分 な 確 保 が 困 難 で あ

る注１）。

（５）国連の財政難により、特に、個別案件での連携を推進するにあたって細かい財政上の問題が生

じることがある注２）。

（６）ＪＩＣＡとの連携協力において、ＪＩＣＡをとりこんだ形での広報が概しておざなりなとなる

向きがあり、ＪＩＣＡが機材供与等で連携している場合でも、被援助国には、国連単独の協力

として認識されている傾向があるため、日本としては直接の評価につながる二国間援助に優先

度を付すことになる。

注１） 世界各地の国連関係機関の邦人職員の比率は、秘書などの補助職も含めて全体の１.５％に過ぎない。これに

比べてアメリカは１０％を占め、次いでフランス、イギリス、ドイツ、イタリア、旧ソ連、オランダ、カナダ

の出身者が多い。また、インド人をはじめ、パキスタン、バングラデシュなどインド亜大陸出身者も多い。ま

た、個々のポストの世襲化はないが、特定の加盟国が既得権としてトップの座を独占する傾向がある。例え

ば、主に資金の割り振り等で影響力を行使できる等の理由より、世界銀行、ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦのトップ

及びＵＮＨＣＲのナンバー２は米国が独占している。（「安保常任理事国」の費用対効果、吉田康彦、文芸春

秋、１９９３年２月号）

注２） ＵＮＤＰが形成した案件をＪＩＣＡがフォロー（実施）する形態（方式）に関し、プロジェクト形成のための

プレパラトリーアシスタンスをＵＮＤＰが行なった場合、そのコスト負担をＪＩＣＡとＵＮＤＰ側のどちらが

行なうのかといった点が往々にして問題となる。

２－３　我が国の援助制度における国連との連携促進上の困難性

我が国のＯＤＡは、無償資金協力、技術協力、国連諸機関、国際金融機関等への出資拠出及び政府貸

し付け等で構成されているが、このうち世界銀行グループを含む国連諸機関への出資拠出等は外務省、

大蔵省等が直接行なっている。従ってＪＩＣＡは、基本的にはＯＤＡの二国間贈与の技術協力部分と無

償資金協力の一部の基本設計調査及び実施促進業務等を実施している。

本来、二国間協力と国際機関による協力は別のものであることから、二国間援助の実施機関であるＪ

ＩＣＡが連携を促進するについては様々な困難が伴う。現体制においてＪＩＣＡは、団法上の制約によ

り、国際機関による援助案件に対する資金供与、すなわち、コストシェアリング型等の連携は事業領域

に含めておらず、プロジェクト資金のコストシェアリングをＪＩＣＡに求める国連機関側の要望に柔軟

に対応することは困難である。加えて、連携に関する具体的な個別案件の採択権を含む政策決定はＪＩ

ＣＡの権限外にある。

以下、ＪＩＣＡが国連との連携推進において我が国の援助制度により影響を受ける主な事項を囲み５

にまとめる。
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囲み５．連携推進のためのＪＩＣＡをとりまく制度上の課題

（１） 予算制度が単年度制であることにより中長期的な計画をコミットすることが困難である。また

ＪＩＣＡはコストシェアリング型の予算を有していない。

（２） 要望調査により、次年度の案件が既に決まっている場合には、新たなプロジェクトを実施する

ことが困難であり、国連や被援助国側から共同プロジェクトを提案されてから、二国間の手続

きにのせて、外務省の提示により実施することとなるので、タイムリーな対応ができないこと

が多い。

（３） 外務省においては、総合外交政策局と経済協力局が国連機関との連携における担当部署である

が、連携先となる国連機関、分野、連携、協力形態等によっては、関係する省庁との協議調整

が必要となり、手続きに時間がかかる。
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第三章：　連携推進のための今後の取組み方と方策　　

今日、世界最大規模の援助国となった我が国は、リーディングドナーとして、援助全体の質的向

上に資するために、開発援助における様々なレベル、側面において適宜他の援助機関の優位性を有

機的に動員するよう積極的な取組みを検討する時期にある。さらに、政策・ミクロ両レベルにおけ

る連携を積極的に推進し、リーダーシップを発揮していくために、自らの知的インフラの強化・整

備に取り組むことがより一層必要となっている。

かかる背景に鑑み、本調査研究においては、ＪＩＣＡが、国連、就中その代表的な技術協力機関

であるＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦとの望ましい連携を推進していくにあたって、実務担当レベルの職

員にとって必要と思われる基本的な認識と課題を整理し、今後の連携推進に向けてＪＩＣＡがとる

べき方向性を検討するための足掛かりを築くことを目的とした。本章ではそのまとめとして、第一

章及び二章にて整理された連携の意義及び過去の実績から指摘されている問題点を踏まえて、今

後、効果的な連携を推進していくにあたって、どのような問題意識を持ち、如何なる取組み方で何

を整備していけばよいのかを情報交流、実施体制、人材・ノウハウの交流に大別し、考察すること

とする。

１．効果的連携のための基本的方向性

今後、国連を含む他の援助機関との効果的な連携を実施していくにあたっては、従来のようなアド

ホック的な進め方ではなく、一定の方向性と中・長期的戦略をもって取り組んでいくことが望まれ

る。連携の方向性を決定するにあたっては、まず国別・分野別に援助方針、重点分野等が我が国とし

て明確になっており、その上で、それぞれの連携相手先とどのような分野でいかなる相互補完が可能

であるかが的確に把握され、整理されていることが必要である。

さらにパラレル型連携については、連携の大枠に関して、外務省も含めたハイレベルにおいて協

議、合意することが前提となるため、定期協議注２等による恒常的な意思決定のメカニズムを確立、定

着させることが効果的連携促進のポイントとなる。

一方、フォロー型連携に関しては、必ずしも本部ハイレベルでの協議がなくとも在外レベルで推進

することも可能である。在外レベルにおける調査及び被援助国、国連との調整・協力体制のもとに、

国連関係ＪＩＣＡ案件として被援助国より要請せしめ、通常の案件採択手順に従って実施を促進する

ことができるので、連携推進のための取組みとしては、主として在外レベルの機能強化が重要とな

る。

連携推進を助長すべくＪＩＣＡとしては、以下の事項を一層推進することが必要と思われる。

注２ ＵＮＤＰ及びＵＮＩＣＥＦとの定期協議
ＵＮＤＰとの定期協議は１９８９年より計３回行なわれたが、短期的な、目に見える成果、即ち日本の拠出金の増加等我が国の

ＵＮＤＰへの資金協力拡大を目的としたＵＮＤＰと長期的なスタンスで双方の理解を深めることを主眼とした日本とは目的が噛み合
わず、９２年以降、上層レベルでの定期協議はおこなわれていない。

一方ＵＮＩＣＥＦとの定期協議は、１９８８より現在まで毎年行なわれており、当初は主として双方の組織に対する認識を深め
ることを目的とし、その過程の中で培われた上層レベルにおける連携に対する理解、合意を基礎に現在のＪＩＣＡ機材供与型の連携
が可能となった。
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（１）ＪＩＣＡの援助戦略、重点分野の明確化

ＪＩＣＡの過去の協力経験を分析し、その教訓をもとに、国別、地域別、分野別アプローチに

よる短・中長期的な援助指針・戦略をより明確にする。さらに、新たな援助課題や地球的規模の

開発課題に対し、ＪＩＣＡが提供可能な技術、援助スキーム、ノウハウを整理し、具体的かつ総

合的な援助実施指針・計画を策定する。

　

（２）国連機関（UNDP, UNICEF）を含む他の国際機関・先進国援助機関についての情報の整備及び連

携実績等のとりまとめ

ＪＩＣＡ在外事務所、国際協力総合研究所等と協力し、企画部連携協力推進室が主体となっ

て、他の援助機関についての研究と過去における連携実績について整理、分析し、連携促進への

教訓と課題を援助機関毎にまとめる。注３

（３）連携相手先毎及び（地域）分野別による連携指針の策定及び連携枠組みの検討

（２）で整理された教訓と課題をもとに（１）に対応させながら、それぞれの援助機関につい

て、またはこうした指針をもとに在外事務所毎に、必要な連携枠組みを検討していく。

２．連携推進助長のための具体的な方策及び取組み方

　

ＪＩＣＡとして連携の方向性が固まり、その方針に沿って連携を推進するにあたっては、外務省関係

部局との調整等、国内でのコンセンサスを得た上で、国連機関との対話促進のためのメカニズムを確立

し、ＪＩＣＡの連携に関する考え方を国連に明確に発信するよう努めることが必要である。さらに、連

携を推進して行く上で、ＪＩＣＡのソフト面での貢献を一層強化するよう、様々な分野の援助人材の拡

充・育成に努めるとともに、連携促進に必要な実施体制の整備に一層努力する必要がある。

従って、今後ＪＩＣＡとして検討されるべき連携促進を助長する具体的な方策及び取組み方について

は、１）情報交流の整備、２）実施体制の整備、３）人材・ノウハウの交流の３側面からそれぞれ考察

することとする。ここで提示した具体的な方策の実現を図るには、外務省の合意、支援が必要であるも

のも含まれるが、ＪＩＣＡが独自に推進できるものについて可能なものから積極的にその実現を目指

し、外務省との調整が必要なものについては、現地レベルの情報交換に基づいたボトムアップのアプ

ローチの下に外務省と十分な協議を重ねながら推進していくことが望ましい。

２－１　情報交流の整備（精神的距離感の縮小）

今後、ＪＩＣＡが国際協力において、国連を含む他の援助機関と対等な協力関係を構築し、時代の変

注３ 例えば、ＵＮＩＣＥＦとの予防接種分野での連携は既にパターン化されているため、他の地域への拡大が容易であると考えられ
る。現在進行中の母子保健分野での連携については、ＪＩＣＡは機材に加えて、資金面、人材面でのＵＮＩＣＥＦとの連携を試みて
いる。このように、パターン化を進め、予防接種から保健衛生へ、保健衛生から教育、栄養分野で、というように分野を拡大してい
くよう過去の実績の見直し、とりまとめが必要である。
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化に対応した援助を推進していくためには、必要な情報、メッセージを発信、受信するための環境整備

が不可欠となる。そのため、各レベルにおける国連との交流を活発にし、組織構成者間の精神的な距離

感を縮小するとともに、援助関係情報の共有化の促進が可能となるような情報交換のメカニズムの確立

を図る必要がある。

さらには、他のドナーの援助動向、新たな援助手法、開発援助に関する調査研究等の情報を受信し、

援助情報として活用できる形に加え蓄積するとともに、ＪＩＣＡの援助指針、戦略を対外的によりわか

りやすい形で発信していくためのメカニズムを整備することが必要である。これらのために、具体的に

以下の方策を本部、在外レベル及び本部と在外の双方において強化・推進するよう検討すべきである。

（１）在外レベルでの取組み

・ＪＩＣＡの援助スキーム、事業概要について広く理解を得るための機会の設定

連携促進事業の一環として、在外にいる企画調査員あるいは在外専門調整員等を活用し、ＪＩＣＡの

援助スキーム、事業概要についてのセミナーを被援助国政府の窓口機関も交えて定期的に開催する。

・ドナー援助協議等への積極的参加

ＵＮＤＰが主催するラウンドテーブルや、ドナー・ミーティングへの参加等を含む他の援助機関との

援助協議の機会に積極的に参加し、ＪＩＣＡの考え方を積極的に述べると同時に、ＪＩＣＡ本部との連

絡体制を強化する。尚、これらの協議が開催されていない国についてはＵＮＤＰに開催を求める。

・当該国における双方の活動についての情報・意見交換のメカニズムの確立

常に国連の現行プロジェクトの内容（プロジェクト活動、関連省庁、専門家、報告書等）を把握し、

適宜活用できるようなシステム（そのための情報交換会の定期的開催等）の構築や、定例会議等の設置

により、在外におけるプロジェクト専門家を含む草の根レベルでの情報交流、意見交換の機会の促進を

図る。

（２）本部主導での取組み

・東京における他機関の連絡調整窓口（ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦ東京事務所等）との連絡体制の強化

ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦ幹部職員と情報交換の機会を多く設定できるよう、訪日ミッションのスケ

ジュール等を把握するとともに、両機関の援助政策や開発ニーズに対する援助の重点課題に関するド

キュメント等の情報及び現行のプロジェクト内容に関する情報を把握し、連携プロジェクトの可能性に

対して常に積極的に取り組む。

・職員セミナー、説明会の設定

ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦ幹部職員がミッション等で来日している機会に専門家養成研修、国総研セミ

ナーに講師として招き、両機関の事業枠組み、プロジェクトの流れ、プロジェクト専門家等のリクルー

トシステム等の組織仕組等についての説明や、環境、ＷＩＤ等地球的規模の課題に対する両機関の取組
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みについての講義を通して、ＪＩＣＡ職員及び専門家が、国連機関職員と広く情報、意見交換をする機

会を設定する。

・通信インフラの整備

国連機関を含む他の先進国の援助機関においては、パソコン通信ネットワークにより国際協力活動、

開発援助に関する調査研究についての情報交換が日常的に行なわれている。ＪＩＣＡでも、ＩＦＩＣＮ

ＥＴ（国際協力総合研修所においては９５年よりインターネットにも接続された）等を普及させ、国内

外の他の援助機関との情報の共有化を可能とするソフト及びハード面における通信インフラの整備に努

めるよう検討する。

・ドナー機関が設立する電子会議等への参加

国連機関を含む先進国ドナー機関間では、さまざまな主催機関が設定した特定のテーマ（ＷＩＤ、貧

困等）などについて参加機関同士がＥメールを通して日常的に意見交換したり、それらの意見をオブ

ザーブすることが可能である電子会議を設置し、会議への参加機関を募っている注４。通信ネットワーク

を通して、このような知的交流型の連携に積極的に参加していくことにより、開発援助における最新情

報をキャッチすることができ、個別プロジェクトによる連携促進に必要とされる連携先の機関とのコ

ミュニケーションの基盤も確立でき、精神面でのつながりの強化も期待できる。

・情報管理における英文化の推進

国連機関との情報交換のための公開できる案件報告書等の資料の英文化を推進し、通信ネットワーク

を活用した他機関による我が国の情報へのアクセスの向上に寄与する。

（３）本部と在外の連携による取組み

・援助研究セミナーや評価セミナー等の定期的開催

国別援助研究会の成果及び評価調査等の成果等を協力対象国にフィードバックし且つ当該国における

他の援助機関との交流促進をも目的とした援助研究セミナー等を定期的に開催する。

・様々なレベルにおける国連との交流、情報交換の機会の促進

様々な調査団の派遣の機会を利用して、国連事務所及び関連分野における国連プロジェクトサイトへ

の視察を実施したり、国連ミッションによるＪＩＣＡプロジェクト視察を提案する等、可能なレベルに

おける国連との交流の促進に努め、優良な連携案件の発掘に努める。

注４ ＵＮＤＰは情報交換を促進するために、多くの開発途上国での公共コンピューターネットワーク設立に取組み、持続可能な開発
ネットワーク（ＳＤＮ）としてアンゴラ、ボリビア、中国、インドネシア、チュニジアをはじめ３３の途上国及び地域で運営されて
いる。これはリオで開催されたＵＮＣＥＤにて採択された計画「アジェンダ２１」実行に向けて、自由な情報知識交換及び有効活用
を促進するため、個人、諸機関、政府に対し環境や開発に関わる意見交換、情報、経験などの現実に即した低コストの仲介の場を提
供するために設立されたものであり、参加者がコンピューター通信回路を利用し、電子メールにより意見交換したり、個別の電子通
信会議を開催したり、国際電子通信フォーラムにメッセージを送ったりすることが可能である。１９９４年末までにＵＮＤＰはこの
プロジェクトに対して総額５００万ドルを投入し、ハードを整備するとともにソフト面でも情報源のディレクトリー、使用上の訓練
等の提供に使われる。(UNDP, Choices, June 1994) また、ＵＮＩＣＥＦにおいてもＵＮＤＰと同様に、ＵＮＥＴ、Child Netを通して、
通信ネットワークの整備につとめている。
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・本部及び在外における連携に係る情報や方針についての考え方の共有促進

今後、ＪＩＣＡ側より協調案件を提示していくにあたって、在外からの連携協調案件候補の積極的な

発掘、形成を促進していくためにも、本部レベルでの連携相手機関との協議の過程、結果等の在外に対

するフィードバックを緊密にし、ＪＩＣＡ本部と在外との情報交換及び連絡体制を緊密にする。またＪ

ＩＣＡの援助の重点分野、連携方針等について対外的に発信できるよう援助実施指針の英文化を整備し

ていく。

２－２　実施体制の整備

国連機関との連携の実施にあたっては、本部が全体的な連携の枠組みを設定し、中央レベルにおける

国連との協議のもとに、在外レベルが案件の具体化を推進するシステムを確立することが必要である。

これには、本部、在外事務所の連携体制の強化、被援助国の調整能力の向上を含めた在外レベルの実施

体制の強化が望まれる。連携のための体制の整備を図ることは、二国間協力の効果的な実施のための体

制整備にもつながり、ＯＤＡの在り方、諸制度を見直しつつ、必要と思われる改革は積極的に行なうよ

う検討するべきである。

（１）ＪＩＣＡ本部、在外事務所等の連携推進体制の強化

・本部（企画部連携協力推進室と事業部）と在外事務所の連携推進体制の整備、確立

中央レベルでの協議の進捗状況については、常に在外レベルでも把握できるよう企画部連携協力推進

室の総合調整のもとに在外事務所及び事業部の意思疎通の強化に努める。

・ＪＩＣＡ出向者の業務を支援する組織的な体制の整備

出向者からの情報を本部で有効に活用するとともに、本部からも頻繁に情報提供をし、共同プロジェ

クトの推進のために、連携協力推進室を中心とした組織的な支援体制の整備を確立すべきである。

　

・在外事務所は、被援助国にかかる情報を的確且つタイムリーに収集し、意思決定のための判断材料と

して本部に供し、本部事業を側面的に支援するのみならず、現地サイドが主体となった（連携を含め

た）案件発掘・形成の促進にも努める。

（２）在外事務所の実施体制の拡充・強化

・在外連携予算の確保・運用

連携案件発掘のための在外プロジェクト形成調査や、小規模の連携案件（情報交換のためのセミナー

等）に支出できる予算を在外連携促進のための経費として在外事務所で活用できるよう確保する。

・連携促進のための企画調査員、在外専門調整員の配置
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これまでＪＩＣＡの援助実績が乏しく、特に国連諸機関の有するノウハウ、フィールドにおける経

験・情報が有効に活用できると思われる地域、国を担当するＪＩＣＡ在外事務所には、国連機関との連

携案件の発掘、形成、調整を担当する企画調査員、在外専門調整員を配置する等によって在外事務所機

能の補助、強化を図る。

（３）被援助国における援助調整能力の向上への支援強化

・被援助国における援助調整能力の向上への支援

経済技術協力コーディネーターとして任国の援助調整を行なう個別専門家派遣は現在でも実施されて

いるが、特に連携のプライオリティーの高い国においてはマルチ・バイ協力の促進を担当業務に加える

ことにより、当該国のマルチバイの援助調整能力の向上を支援する。また、援助窓口機関に加えて、協

力重点分野の関係機関に対してもアドバイザー型の専門家等によって連携協議を促進せしめ、連携によ

る効果の向上を目指す。

（４）連携促進のための実施体制及び予算制度の確立

・国連機関及び被援助国より優良な連携案件の申し入れ・要望があった場合に柔軟に迅速な対応ができ

るよう。例えば、年次毎に予算の一定額を国連機関の新規連携案件のために留保したり、合同評価等比

較的実績のある連携を継続的に実施していくような枠組みの確立に必要な予算を確保する。

・連携案件発掘、形成のための合同調査の実施

ＪＩＣＡが行うプロジェクト形成調査とＵＮＤＰのプロジェクト形成ミッションを同時期に行なう

等、共同で調査を行なうことにより計画の初期段階から国連と内容を調整していくことが理想的であ

る。まずは、双方により実施された調査結果等について積極的且つ定期的な情報交換を行うことにより

経験を積み、将来的には、連携案件形成のための合同調査を可能ならしめるような枠組みを検討する。

（５）ロースター制度の相互活用

・国連機関の実施するプロジェクトへの日本人専門家の参加及び支援強化

国連組織の実施するプロジェクトの専門家ポストにおいて、日本の経験、技術が特に必要とされる専

門家のニーズが多々あるが、国連機関の保有する専門家ロスターに登録されている日本人が希少なため

日本人専門家のリクルートが困難な場合が殆どである。このため日本人派遣を可能とするメカニズム、

例えば国連実施プロジェクトへの個別専門家派遣等によるパラレルファイナンシングの手段も考えられ

るが、必要に応じてこのような手段を被援助国、国連に提案する等、さまざまな方法における連携を試

みることを促進することが望まれる。

・ＪＩＣＡ専門家の確保における国連機関の保有するロースター（特に途上国出身専門家）の活用

日本での専門家の確保が困難な分野にかかる技術協力については、ＵＮＤＰとの連携を図り、例えば
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無償供与後のＵＮＤＰ専門家の派遣によるソフト面での協力を行なうことも検討するべきである。これ

は、在外事務所による国連機関、現地政府との地味な交流の積み重ねにより可能となる。

２－３ 人材・ノウハウの交流

ＪＩＣＡが国連機関との積極的な連携を目指すためには、ＪＩＣＡにおける知的インフラの整備、即

ち人材面の強化・拡充が緊要である。国連現地事務所における国連職員は任地に比較的長く（３～４

年）滞在するためその国の状況に詳しく、各担当分野に精通している人材が多い。また、現地専門職

員、シニアアシスタントの数も多く、情報収集や、特定分野の調査等に積極的にローカルコンサルタン

トを活用するなど、諸々の業務に必要な人材とノウハウを有している。

今後我が国が、援助政策立案・実施の各レベルでリーダーシップを発揮する局面が増加することを考

慮すると、ＪＩＣＡにおいても、自らの人材養成・確保の強化を図りつつ、外部人材の効果的な活用法

について既存の諸制度の見直し、必要な活性化及び新たなメカニズムの導入等積極的に取り組みなが

ら、国連機関との人材・ノウハウの交流に努めることが必要である。

また、こうした国連機関との人材・ノウハウの交流は、ＪＩＣＡの事業の効果・効率性の向上に資す

るとともに、長期的な観点から、マクロレベルのみならず、ミクロレベルの連携推進にも裨益するもの

であり、実態的な連携推進役を担うべき在外事務所の機能の強化をも見据えて実施されるべきである。

具体的には、以下の課題及び取組み方を検討するよう提案する。

（１）ＪＩＣＡと国連諸機関との相互人事交流の促進

・ＪＩＣＡ職員のフィールドへの出向の促進

殊に、ＪＩＣＡ職員の出向ポストの設置を含め、とりわけフィールドの中堅ポストへのＪＩＣＡ職員

の出向を検討することが必要と思われる。現在ＵＮＤＰ本部にＪＩＣＡ職員一名を出向させているが、

フィールドへの出向及び１年本部２年フィールドというような出向形態を検討するとともに、ＵＮＤ

Ｐ、ＵＮＩＣＥＦプロジェクトへのプロジェクトスタッフとしての出向派遣も検討する。将来的には、

単一プロジェクトにおける連携ケースも予想されるところ、共同プロジェクト運営に直接的に関わる職

員の派遣は効果的であると考えられる。

・国連機関からの人材の受け入れ（専門員制度の活用）の検討

ジュニア専門員制度や客員専門員制度を活用して国連職員を一定期間ＪＩＣＡに受け入れ、ＪＩＣＡ

の理解を深めさせるとともに、連携推進の窓口としての効果的な活用を検討する。　

（２）研修制度の拡充及び相互交流の推進

・ＪＩＣＡの研修システムの強化・拡充

今後、開発戦略や特定分野についての会議への参加等のマクロ的パラレル型連携が多くなるとすれ

ば、ＪＩＣＡ職員に対しても、特定分野や新たな援助課題（人口、エイズ、ＷＩＤ、貧困、環境等）へ
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の認識を一層深めるための研修を企画・実施し、加えて、従来の研修についてもその内容の見直し、質

の向上に努める必要がある。

・ＪＩＣＡ職員、専門家の語学力、交渉能力の向上

職員、専門家の外国語による意思疎通、交渉能力の向上は、国連等との連携強化のためには必須であ

る。従って、専門分野における研修に加えて、ＪＩＣＡ内における語学面の研修、職員の外部語学研修

（夜間コース等）の参加の補助、交渉能力を高めるための研修等を充実・強化させるとともに、海外の

大学や研究所が主催するマネジメントトレーニング等への積極的且つ継続的な職員派遣等を実現する。

・双方の機関が実施する研修等への相互参加の促進注５

各々の職員が双方の機関の実施する研修に参加が可能な体制、制度を確立する。これは、研修分野に

おける専門能力の向上の機会を拡充するとともに双方の組織の職員間の交流の促進にもつながる。 さら

に、国連等が主催するセミナー、シンポジウム、国際会議等に職員、専門員を積極的に参加させ、人材

及びノウハウの交流を推進し、専門性の向上に資する。

（３）人事サイクルの見直し及び休職制度の導入

・人事サイクルの長期化の検討

個々の職員の専門性を高め、人的ネットワークを構築していくためには、長期的な人事サイクルが重

要であり、こうした人事サイクルの確立によって、連携を推進するために必要なノウハウを蓄積してい

くことが必要である。

・ＪＩＣＡ職員の一定期間の休職制度の導入

一定期間、ＪＩＣＡに勤続した職員を対象に、専門性、広範なフィールド経験の蓄積の機会を与える

ために、留学、ボランティア参加、ＪＰＯ及びアソシエートエキスパ－ト等として、例えば２年程度の

期間を上限とする休職制度の導入を検討する。

（４）在外事務所の人材の強化育成

・在外事務所ローカルスタッフに対する研修機会の増加

今後、被援助国の能力形成、自助努力に貢献するためにも、在外事務所現地職員をプロフェッショナ

ル・スタッフとして活用する必要性が高まると思われ、そのための研修、人材育成も強化しなければな

らない。よって採用後、一定期間を経た在外事務所スタッフに対して、現行のＪＩＣＡの援助システム

注５ 以下のような研修の相互活用が可能と思われる。
・ 国連の実施するマネジメント、分野別、評価等の各種トレ－ニングへのＪＩＣＡ職員及び専門員の参加
・ 国総研で実施する各種研修等、ＪＩＣＡが実施する研修への国連の邦人職員及びＪＰＯ＊派遣予定者の参加枠の設定
・ ＪＩＣＡ、国連双方の機関の職員を対象に、お互いの組織の援助システム、マルチバイ連携にかかる小規模なワークショップを日

本、被援助国、或はＮＹで定期的に開催し、連携に対する職員レベルの意識を深める。
＊ 国際協力でのキャリアを志向する若者に対して、派遣国の政府が経費の全て（給与を含む）を負担し、２年間の期限付で国連
に勤務させ、その間に専門知識を深め、国際協力業務の経験を積む機会を与える制度である。
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等についての本邦研修枠を拡充するとともに、当該国で、専門性に即した研修の機会を与えることも検

討する。（なお、ローカルスタッフの活用に際しては、業務文書の英文化の一層の促進を図る必要があ

る。）

（５）知的インフラの強化・整備のための裾野の拡充

・国際協力専門員、ジュニア専門員制度の効果的活用

国際協力専門員及びジュニア専門員は、国連、ＮＧＯ、協力隊勤務経験者を含め、様々な国及び形態

での開発援助の経験を持つ。またジュニア専門員に関しては、任期（国内１年海外２年間の枠組み）終

了後も内外で開発援助に携わることが十分想定される援助人材であり、その育成強化は、長期的にはＪ

ＩＣＡの開発人材ネットワークの強化及び裾野の拡大にもつながる。ＪＩＣＡとしては、これらの人材

及びその育成を通して、分野別の専門性の強化を図り、ＪＩＣＡの援助の質的向上及びＪＩＣＡと他機

関（国連を含む）とのネットワークの基盤強化に資するよう、積極的な制度の活用を図るべきである。

３．連携推進のための今後の取組み方

連携推進は、常に被援助国にとってのメリットを中心に考えた上で、双方の機関にとって望ましい方

向で取り組まれるべきであり、特にミクロレベルでの連携は、被援助国自身の積極的なイニシアチブが

重要な要素となる。従って、被援助国が、各ドナーの援助スキーム、比較優位性をよく踏まえつつ、積

極的に調整を図ろうという意識の存在があってこそ理想的な連携といえる。こうした途上国の努力に加

えて我が国としても、連携の必要性及び意義を再度認識するとともに、必要に応じて、積極的に取り組

む姿勢が政策レベル、実務レベル、あるいは本部レベル、在外レベル等さまざまなレベルで培われるこ

とが必要である。個々の意識改革と地道な努力の積み重ねにより、国連との連携も、単なる情報交換の

繰返しにとどまることなく、援助協調へ、また共同プロジェクトへと、連携の域を拡大、発展していく

ことが可能になると考えられる。

以上のような基本的認識にたち、ここでは、ＪＩＣＡにおける連携推進のための基本方針及び取り組

むべき課題・その方策に加えて、ＪＩＣＡの課題克服に必要とされる外的条件、すなわち国内で整備さ

れるべき事項と国連側で取り組むべき事項について主要と思われるものを次頁表３－１に整理した。な

お、表３ー１の（外的条件）については、今後、ＪＩＣＡ内でさらに検討した上で関連機関と協議し、

連携のための協力体制の整備を図り、可能な事項から具現化することが必要と考える。



表３－１　課題別連携推進のための今後の取組み方

連携促進のた
めの課題 中・長期的視点をもって取り組むべき事項 短期的課題として取り組むべき事項

課題克服に必要とされる外的条件
国内 国連

効果的な
連携のための
基本的方向性

・国別、地域別、セクター別の短・中長期　
　援助指針、および戦略の明確化
・地球的規模の課題に対する短・中長期援　
　助戦略、具体的な方針の策定
・連携相手毎の連携指針の策定

・国別援助研究会の強化およびその成果の積極的
　活用
・過去の連携実績の整理・分析
・国連諸機関についての情報の整理、把握
・日本の人材、経験、技術等の援助資源の把握・
　分析
・双方の意思決定メカニズムの相互理解　

・我が国としての国連との連
　携指針の明確化

・ＪＩＣＡ連携協力推進室と
　の協力体制の強化

・日本およびＪＩＣＡと
　の恒常的な意思決定メ
　カニズムの確立（定期
　協議の実施）

１．情報交流
　整備

・国連との連携方針を対外的に明示するため
　の知的発信能力の向上

・本部、および現地レベルでの他機関との援
　助関係情報の共有化　　

・通信インフラの整備
・東京における他機関の連絡調整窓口との連絡体
　制の強化
・現地、および日本でのセミナー、会合等による
　公式、非公式レベルでの情報交流・意見交換の
　機会の設定、促進

・在外における国連機関との
　意見交換の目的のためのセ
　ミナーおよび合同会議等の
　企画実施が可能な予算措置
　の検討
・我が国の援助に関する情報
　公開の促進

・援助調整機能の強化
（援助協議の定期的開催）

・ＪＩＣＡの援助スキー
　ムの研究促進

２．実施体制
　　の整備

・連携促進にかかる考え方の内部の共有促進
・在外事務所長への権限委譲の促進
・被援助国における援助調整能力の向上へ　
　の支援
・連携促進のために必要な諸々の予算措置
　・制度の検討、導入
・本部と在外事務所の連携体制の整備・確立

・連携促進のための戦略的な企画調査員の派遣
・ＪＩＣＡと国連との間の相互人事交流促進
　（フィールドへの派遣検討）および派遣職員へ
　の支援体制の強化
・相手国援助窓口機関への援助コーディネーター
　（専門家）の派遣促進
・相手国の協力重点分野の機関へのアドバイザー
　型専門家の派遣促進
・さまざまな連携形態に対する柔軟な試み

・国連諸機関、特にＵＮＤＰ
　との援助協議の再開および
　ＪＩＣＡの協議参加の促進
・在外レベルでの連携促進の
　ための活動を可能とする連
　携推進費等の予算設置およ
　びその柔軟な活用促進
・連携案件のための予算を別
　枠で留保する等の検討

・ＪＩＣＡを含む他の援
　助機関との連携推進の
　ための体制造り（連携
　推進窓口の創設）

・在外事務所の常駐代表
　および代理ポストへの
　日本人職員の登用促進

３．人材・
　ノウハウの

交流

・職員（含むローカルスタッフ）の育成強化

・国連からの期限付人材の受け入れ検討

・職員の人事体制の見直し（長期サイクル、
　セクターの継続性の重視等）、職員育成　
　計画の策定

・ＪＩＣＡの効果的人材活用にかかる制度　
　指針の明確化

・現地専門職員の登用の検討

・他機関との研修事業の相互活用の積極的導入

・専門分野、マネジメント、語学、交渉能力等に
　おける職員および国内援助人材への研修の拡充
　・強化

・国際協力専門員、ジュニア専門員、客員専門員
　等の諸制度の活用戦略の策定

・在外専門調整員の積極的活用

・国内の援助人材の育成強化
　のための諸策検討

・我が国からの国連職員に対
　する研修の充実支援（JPO
　アソシエートエキスパート
　に対して派遣前研修の設置
　拡充ー我が国ＯＤＡについ
　ての事前学習の機会の提　
　供）
・我が国からの国連職員の促
　進のための諸制度、支援の
　検討

・国連職員のＪＩＣＡへ
　の期限付出向制度の検
　討

・ＪＩＣＡとの職員研修
　の相互活用の検討

・国連プロジェクトへの
　日本の専門家の積極的
　導入およびそのシステ
　ム造り。
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１．ＪＩＣＡ、ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦのプロジェクト／プログラムサイクル

（１）ＪＩＣＡプロジェクト方式技術協力の流れ

案件発掘

形成・選定

プロジェクト
実施

終了評価

事後評価

フォローアップ協力

国別援助実施指針の策定

・国別援助研究会

・分野別援助研究会

・国別援助検討会

国別事業実施基本計画

・要望調査　毎年一回相手国政府に対して要望調査を実施

・在外公館、JICA在外事務所からの情報収集

・プロジェクト形成調査

プロジェクト実施計画

・長期調査員の派遣

・実施協議、R / D または協定締結

・専門家派遣

・機材供与

・研修員の受け入れ

・各種チーム派遣（計画打ち合わせ、或いは巡回指導を年一回派遣）

・合同委員会（Joint Committee）が開催され、計画の進捗状況の確認、

　当該年次あるいは翌年次の活動計画の合意等が図られる。

・案件別終了時評価調査チームによる評価

・在外事務所による終了時評価調査

・必要に応じてプロジェクトを延長

・国別評価

・特定テーマ別評価

・第三者評価

・合同評価

・そのままのTRで継続
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（２）ＵＮＤＰのプログラムサイクル

ＩＰＦの決定

カントリー
プログラムの策定

プログラムの
監理・評価

・ＩＰＦ（Indicative Planning Figure）注）は、５年に一度、Ｕ
ＮＤＰ本部が、各国政府からの拠出金の見込みに基づいて
作成。（サイクル途中で随時見直し実施）

・５年に一度、被援助国との協議のもとに、ＵＮＤＰ常駐代
表事務所が中心となって作成し、管理理事会が承認。ＵＮ
ＤＰの重点分野は、貧困撲滅、環境再生、雇用創出、女性
の地位向上である。

・国によっても異なるが、通常策定には１年から１年半を要
し、原則的には被援助国政府による策定されるが、通常は
ＵＮＤＰ常駐代表事務所が中心となり途上国政府と共同で
策定にあたる。カントリープログラム策定に先駆けて、Ｕ
ＮＤＰからの提言（アドバイザリーノート）が作成され
る。

・カントリープログラムに基づいて、被援助国、ＵＮＤＰ常
駐代表事務所、実施機関が中心となって適宣プロジェクト
を形成する。それぞれのプロジェクトに対して詳細な実施
計画書（プロジェクトドキュメント）が作成される。

・１００万ドル以下のプロジェクトは常駐代表事務所にて承
認。１００万ドルを超えるものは、本部において審査の上
承認。常駐事務所では、担当プログラム官を中心に、常駐
代表事務所代表、プログラムスタッフ、政府代表、実施機
関代表、被益グループ代表によるProject Appraisal Commit-
teeを設置し、プロジェクト審査を行なう。プロジェクトド
キュメントに実施機関、政府窓口、ＵＮＤＰ、また必要に
応じて関連機関のサインがなされる。

・実施形態は、被援助国政府による実施、国連専門機関によ
る実施、ＵＮＤＰによる直接実施の三形態。

・履行機関は通常政府機関であり、実施機関に管轄される。

・担当官により随時、またワークプランのもとに定期的に行
なわれる。

・定期適に（少なくとも年に一度）三者協議（被援助国政
府、ＵＮＤＰ、実施および履行機関）による見直しがあ
り、必要な軌道修正等を検討する。

・現行のプロジェクト実施の改善及び将来のプロジェクトの
計画、監理に資する目的のもと各種評価が行なわれる。

・次期カントリープログラム策定にあたって、過去の経験を
反映させる目的で、途上国と共同で過去のカントリープロ
グラムの評価を行なう。

・カントリープログラム中間時点において、中期見直しをし
て必要な軌道修正を図る。

プロジェクトサイクル

＜プロジェクトの形成＞

＜プロジェクトの承認＞

＜プロジェクトの実施＞

＜プロジェクトの監理・評価＞

　　・In-depth Evaluation
　　・プロジェクト事後評価
　　・テーマ別評価

注）ＩＰＦ（事業計画指標／援助実施予定額）。「２．ＵＮＤＰの援助について」の１ー４財源・予算・計画の方式

参照のこと。
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（３）ＵＮＩＣＥＦのプログラムサイクル

情報収集および現状分析
国別予算枠の決定

(Country Budget Ceiling)

・在外事務所主導で国別５ヵ所年計
画の基礎となる当該国における子
供と女性についての総合的な現状
分析および過去のＵＮＩＣＥＦ支
援 事 業 の 見 直 し を 行 な う が 、 通
常、次期プログラムサイクルの開
始前の一年から一年半にかけて行
なわれる。カントリープログラムの

策定

カントリープログラムの承認

セクター、イシュー別プログラム
およびプロジェクトの計画を含む

・ＵＮＩＣＥＦニューヨーク本部の各事業部での検討を経て最
終的には執行理事会でカントリープログラムが執行される。

セクター、分野別プログラム及び
プロジェクトの実施

・年次プロジェクト活動計画に基づき、プロ
ジェクトが実施される。

・プロジェクトは通常被援助国の関係庁、或い
はＮＧＯにより実施される。

プログラムおよびプロジェクト
毎のモニタリングおよび評価

・ 被 援 助 国 の プ ロ グ ラ ム マ ネ ー
ジャーはプログラム、プロジェ
クトの進捗状況及び財政状況に
ついて定期的にＵＮＩＣＥＦに
対して報告義務があり、ＵＮＩ
ＣＥＦは、被援助国におけるプ
ログラム監理能力を向上させる
ため、それらの活動を側面的に
支援、指導する。

プログラムおよびプロジェクト
毎のモニタリングおよび評価

・プログラムサイクルの二年次あるいは三年次にカントリープログラム
の実施に関わっている被援助国の関係省庁、ＮＧＯ、ＵＮＩＣＥＦＮ
ＧＯ、ＵＮＩＣＥＦ本部事業部によるカントリープログラムの見直し
を行ない軌道修正する。

カントリープログラム
の監理・評価

カントリープログラム
中間見直し

・次期カントリープログラム策定にあたって、過去の経験を反映させる
目的で、カントリープログラム実施に関わっている被援助国の関係省
庁、ＮＧＯ、ＵＮＩＣＥＦ本部事業部によるカントリープログラムの
評価を行なう。またカントリープログラムの評価結果及び適宜実施さ
れているプロジェクト評価の結果は、政策決定者、ドナー、研究者、
アドボカシー機関等にフィードバックされ、アドボカシー、資金調達
の道具としても活用される。

・被援助国政府の合意を得て、次期プログラムの方向性、戦
略、優先目標を含む５ヵ年の援助プログラム、プロジェクト
を含む包括的なカントリープログラムが策定される
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２．ＵＮＤＰの援助について

United Nations Development Programme

国連開発計画

１．援助政策・システム

１－１ 目的と理念

ＵＮＤＰは、国連拡大技術援助計画　( UN Expanded Programme of Technical Assistance ) と国連特別

基金（UN Special Fund ) が合体して、１９６６年に国連総会によって設立された技術協力分野では、

世界最大の国際機関であり、全世界に広範囲のネットワークを有している。軍事を除いた全ての分野

において、途上国の国造りにおける  "持続可能な人間開発（Sustainable Human Development) を基本理

念に技術移転を行うことを主たる目的とし、１３２の在外事務所に、職員総数の８５％が在勤し、在

外事務所を基軸とした体制のもとに１７５ヵ国で開発プログラムを実施している。

ＵＮＤＰは、基本的には、ＦＡＯ(Food and Agriculture Organization - 国連食糧農業機関）、ＵＮＩＤ

Ｏ ( United Nations Industrial Development Organization - 国連工業開発機関）、ＵＮＥＳＣＯ（United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - 国連教育科学文化機関）など開発プロジェクト

を実施する国連専門機関、およびその他の国連機関、当該国政府、非政府機関に対し、資金供与と技

術協力の調整をする国連における資金供与組織であるが、ＵＮＤＰ自体もプロジェクトを実施するこ

ともある。

開発途上国の開発計画に連係した国別計画のほか、地域内技術協力計画、地域間・全世界的技術協

力計画を策定し、それらに基づきプロジェクトを形成し、実施機関、当該国政府との三者協力体制の

もとにそれらの開発プロジェクトを実施することにより、開発途上国の経済的・社会的自立を促し、

技術協力の側面から、世界の安全と平和に寄与することを目的とする。その活動は、被援助国政府と

の協調のもとに政策支援、国別の開発プログラム、プロジェクトの策定、実施から現行の開発活動の

管理、評価、調整に及んでいる。また、上述した任務の他に、以下に述べるような特別基金の計画・

管理を国連総会より任されている。

●国連資本開発基金 (United Nations Capital Development Fund - UNCDF)

●国連天然資源探査回転基金 (United Nations Revolving Fund for Natural Resources Exploration - UNRFNRE)

●国連科学技術開発基金 (United Nations Fund for Science and Technology for Development - UNFSTD)

●国連ボランティア (United Nations Volunteers)　

●国連婦人開発基金 (United Nations Development Fund for Women - UNIFEM)

●国連スーダノサヘル事務所（United Nations Sudano-Sahelian Office - UNSO)
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１－２ 重点政策・優先目標

ＵＮＤＰは、貧困撲滅（ Poverty Elimination)、雇用の創出　(Job Creation)、環境再生 (Environmental

Regeneration)、女性の地位向上　(Advancement of Women)を優先目標とし、これらを達成するための途

上国の持続可能な人間開発とそのための途上国の能力形成に重点を置いた支援を行なっている。ま

た、途上国での国連システムによる統一した援助を目指し、国連システムの中心的存在として、援助

調整を担っている。

１－３ 意思決定システム

ＵＮＤＰの総裁（Administrator)　は、ＵＮＤＰ事務局における最高管理者であり、国連事務総長によ

り任命され、国連総会により承認される。ＵＮＤＰの総裁は、ＵＮＤＰ最高意思決定機関である理事

会に報告義務があり、重要な政策決定、予算割り当て等については全て、この理事会にて承認されな

ければならないこととなっている。尚、この理事会は１９９３年までは、Governing Council と呼ば

れ、ドナー、及び被援助国の双方を含む４８ヶ国より構成されていたが、１９９４年からは、Execu-

tive Board と改名され、メンバー数も３６ヶ国となった。

１－４ 財源・予算・計画の方式

ＵＮＤＰは、基本的には、国連のメンバー国によるコアファンド（ＵＮＤＰ本体の基金）への一年

毎の任意拠出金により運営されているが、計画の面では、１９７２年以降５カ年サイクル方式を採っ

ている。これは、各サイクル（５年間）中に得られる資金を見積り、これを各途上国の人口、一人あ

たりのＧＮＰ、過去の国連関係の援助の実績、開発の程度等のデータを基準として各サイクルの開始

前に算出されるＩＰＦ（Indicative Planning Figure　－事業計画指標／援助実施予定額）により、各国に

割り振り、このＩＰＦの枠内で作成されるカントリープログラム（国別計画）に沿って援助を実施す

るという方式である。

１９９３年のメンバー国によるコアファンドへの任意拠出金総額は、910 百万米ドルであるが、途上

国もしくは他の国際機関及び二国間援助機関とのコストシェアリング、トラストファンド（信託基

金）、コアファンド以外のＵＮＤＰ運営基金への拠出金を加えると総計で14億米ドルにのぼる。特に

コストシェアリングの全体額に占める割合は増加が著しく、１９７３年ではわずか０．２８％であっ

たのに比べて１９９３年では２６％に達している。しかしながら、９３年のコアファンドの拠出金自

体は９２年の拠出金1,073 百万米ドルに比較すると、163 百万米ドルの落ち込みであり、第５次プログ

ラムサイクル（１９９２～９６）については、残りの期間に対する任意拠出金見込をも考慮して、プ

ログラム作成を予定ＩＰＦ額の７０％レベルで行うよう指令が出されている。日本のＵＮＤＰへの任

意拠出金は１９９３年はおよそ９６百万米ドルであり、米国に次いで第二位の拠出国である。尚、Ｕ

ＮＤＰへの拠出上位５ヶ国（１９９３）を以下の表 （表１）に示す。
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表１

国　名 拠出額（単位：千ドル） 拠出率

米　　　国 125,000 13.87%

日　　　本 96,112 10.66%

デンマーク 86,540 9.60%

オ ラ ン ダ 86,294 9.57%

ド    イ    ツ 80,566 8.94%

１９９３年における技術協力プログラム支出総額は１０００百万米ドルを超えているが、支出項目

別には、５０％はプロジェクトにかかる人件費、１９％がサブコントラクト、１５％が機材供与、９

％がトレーニング、そして残りは、機材の運営及び維持費など諸経費となっている。

尚、ＵＮＤＰの活動資金の６０％が個々のカントリープログラム（国別計画）に、４０％が地域的

および全世界的プロジェクト（地域別技術協力計画にもとづいたプロジェクトと全世界的関心分野の

プロジェクト）に充てられている。

また１９９１年にＵＮＤＰ理事会は、ＵＮＤＰの予算により運営されるプログラムの一層の効率性

の向上を目指すため、国連専門機関のＵＮＤＰプログラム／プロジェクトへの支援に関する新しい制

度を採用することを決定した。これにより、国連５大専門機関（ＦＡＯ、ＤＤＳＭＳ- Dept.of Develop-

ment Support and Management Services, ＩＬＯ、ＵＮＩＤＯ、ＵＮＥＳＣＯ）が関与するプログラム或

いはプロジェクトレベルにおける支援については、ＴＳＳ ( Technical Support Services )注１が適用され

るよう定められた。

１－５ 援助・技協の種類

ＵＮＤＰは上述したように国別、地域別、全世界的関心分野プロジェクトに対する資金及び技術協

力を行なっており、基本的には被援助国の要請に基づき、経済・社会開発のあらゆる部門・分野をカ

バーするとともに、開発プログラム／プロジェクトの発掘、実施から評価にいたる各段階での支援、

さらに、場合によっては被援助国政府による外国からの援助調整活動に対しても側面的支援を行なっ

ている。具体的な内容としては、主として専門家の派遣、機材の購入、プロジェクト管理等の委託下

請け、研修生派遣等である。

１－６ 実施戦略

最近のＵＮＤＰでは、個々のプロジェクトを別々に実施するよりもプログラムアプローチによって

包括的に問題に対処する方向に重点を移行してきている。

注１ TSS (Technical Support Services)
５大機関が関与するセクター別評価、プロジェクトの形成、評価を効率的に行なうための資金。ＴＳＳ－１、ＴＳＳ－２に分け

られる。ＴＳＳー１は、セクター、テーマ別評価、及びIn-depth 評価を行なう場合に利用できる。ＴＳＳ－２は、プロジェクトの形
成、およびプロジェクトの事後評価を行なう場合に利用できる。ＴＳＳ－１は、ＵＮＤＰの本部に要請、承認の上割り当てられる
が、ＴＳＳ－２は国別に年間の割り当て額が決められている。
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（１）地域・国別

ＵＮＤＰの援助は、可能な限り貧しい国に向けられている（第５次サイクル－'９２～９６－国別Ｉ

ＰＦの８７％は年間一人あたりのＧＮＰ750米ドル以下の国に充当。）が、特に最貧国（Least Devel-

oped Countries) に重点を置き、 国別ＩＰＦの５８％を割り当てているように、全体の８割以上を占め

ている。国別ＩＰＦを地域別にみると、アフリカ地域合計が全体の４５．６％、アジア及び太平洋地

域が、３６．８％と全体の８割以上を占めている。（尚、地域別ＩＰＦにおいてもアフリカが全体の

４５％、アジア及び太平洋地域が３７．４％となっている。）

（２）分野別・課題別

第五次サイクルの国別ＩＰＦの分野別支出見込は、地球的規模の開発課題に対する支出が２７．３

％、農業・林業・水産業分野が１５．１％、環境、天然資源及びエネルギー分野９％、産業・工業分

野が８％となっている。これに対し、トラストファンド及びコアファンド以外のＵＮＤＰ資金の支出

見込内訳は、環境、天然資源及びエネルギー分野に対して３８．８％が見込まれ、１１．４％が輸送

関係分野、８．７％が農業・林業・水産業分野、社会開発に８．４％の支出が見込まれている。いず

れにせよ、いかなる分野・課題においても、ＵＮＤＰの技術協力は、途上国における管理能力、技術

力の向上等、自立性の促進に貢献するものでなければならない。

またＵＮＤＰは、国連全体における南南協力への活動を推進、調整する任務を帯びている。ＵＮＤ

Ｐ本部には、南南協力に関する情報整備をする部署（Special Unit for TCDC ) があり、ＩＰＦや特別プ

ログラム財源（ Special Programme Resources - SPR) から南南協力推進のための予算を管理している。

２．プロジェクト関連事業 　プロジェクトサイクル

プロジェクト発掘

  プロジェクト形成

   プロジェクト審査・承認  プロジェクト実施、および監理

 評　価

・プログラム担当官を中心に、常駐代表、政府代表、実施

　機関代表、被益グループ代表等で構成されるコミッティー

　にて個々のプ　ロジェクトが審査される。

・百万ドル以下のプロジェクトは常駐代表の権限にて承認、

　百万ドルを超えるものは本部にて審査の上承認される。

・Preparatory Assistance (Document)

・Project Document

・In-depth Evaluation
・プロジェクト事後評価
・テーマ別評価

・実施形態は、被援助国による履行、国
　連専門機関による実施が通常
・ＵＮＤＰ、被援助国政府、実施機関に
　よる三者協議による監理体制
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２－１ 発掘・形成　 (Identification, Formulation)

ＵＮＤＰによる技術協力活動は、既に述べた通り、基本的には、５年のサイクル毎に作成されるカン

トリープログラムに記載される援助の重点分野、主要プロジェクト概要に基づいて行われる。各被援助

国のカントリープログラムを作成する際に、開発重点分野、優先分野を、被援助国政府、ＵＮＤＰ常駐

代表事務所、国連専門機関等のプロジェクト実施機関の間の協議を通じて明らかにし、それぞれの分野

におけるプロジェクトを同様に被援助国政府、ＵＮＤＰ常駐代表事務所、及び国連専門機関（ＵＮＥＳ

ＣＯ、ＵＮＩＤＯ、ＦＡＯ、ＷＨＯ、ＩＬＯ等）の三者の協議のもとで発掘、形成する。この過程にお

いては、主なドナー先進国援助機関も、カントリープログラム策定のための援助機関会合に召集され、

その策定に直接的に関わることが可能である。また、個々のプロジェクトは、カントリープログラムに

記載されている以外にも、フィールド勤務のプログラムオフィサー（企画官）、ＵＮＤＰ本部からの技

術協力審査ミッション , もしくは、国連専門機関からのミッションにより随時発掘され、被援助国政府

窓口、当該プロジェクトにおける政府カウンターパート及び関係組織との協議の上、被援助国政府の要

請により本格的な形成が開始される。ＵＮＤＰとしては、プロジェクトの発掘、形成の各プロセスにお

ける被援助国のイニシアチブ、自主性を最大限に活用していくことを目標としている。

２－２ 審査・合意形成・実施決定 　(Appraisal・Approval)

（１）フィールドレベル

全てのプロジェクトは、ＵＮＤＰ常駐代表事務所でのプロジェクト審査委員会（Project Appraisal Com-

mittee - PAC ) により審査され認可されなければならない。PACは、常駐代表あるいはその代理を座長と

し、常駐代表事務所の担当プログラムオフィサー、被援助国政府窓口、当該プロジェクトの政府カウン

ターパート、実施機関代表をメンバーとする。

PAC により認可されたプロジェクトに関しては、１．プロジェクト総額が百万米ドル未満で、２．機

材購入額がプロジェクト総額の50% もしくは20万米ドルの何れか少額を超過しておらず、３．被援助国

政府により実施される（National Execution)プロジェクトにおいては、被援助国の合意のもとに、常駐代

表の権限で承認され、実施される。１，２の条件を満たしたプロジェクトにおいて、国連専門機関との

協力のもとに実施される場合は、ＰＡＣの決定について当該国連機関から意見を求め、それを加味した

形で最終的なプロジェクトドキュメントが作成され、被援助国政府、国連専門機関の合意のうえで、常

駐代表の権限で承認される。また、プロジェクト形成の段階において、環境配慮、（プロジェクトの被

益が性別に関わりなくもたらされるよう）ＷＩＤ配慮をするよう義務付けられている。

（２）ＵＮＤＰ本部レベル

プロジェクト総額が百万米ドルを超えるものについては、ＵＮＤＰ本部に提出され、Action Commit-

tee による最終的な審査が行われる。本部の審査は、フィールドのＰＡＣレポート、プロジェクトド

キュメント、常駐代表のコメントをもとに行われ、必要に応じてプロジェクトドキュメントの修正を
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経て、最終的にはAction Committee で承認を受け、実施開始となる。

また、PAC において、当該プロジェクトの実施検討にあたって予備的な活動を要すること（必要に

応じたInternational 或はローカルコンサルタントの配置等）が合意された場合、ＵＮＤＰ常駐代表事務

所が政府カウンターパートと協議の上、Preparatory Assistance Document を作成し、ＵＮＤＰ本部地域局

の承認により（プロジェクトが常駐代表の権限で承認可能な場合は、地域局の承認は必要なし）必要

な活動（最長１年間）が実施できる。尚、プロジェクトがリスクを伴う場合、その発掘、形成、審査

に係る費用をＵＮＤＰが負担する制度としてプロジェクト開発基金 ( Project Development Facility－Spe-

cial Programme Resources から拠出できる資金） があるが、ＰＤＦの要請は、常駐代表から提出され、

本部地域局のTechnical Advisory Division により認可される。ＰＤＦを使ってプロジェクトを形成し、プ

ロジェクトが承認された場合は、その費用はＰＤＦに返済され、承認されなかった場合は、返済義務

が免除される。ＰＤＦは通常のプロジェクト確認やＵＮＤＰがプロジェクト形成を決定する前にさら

にプロジェクトの情報を必要とする場合、または、複雑な技術的問題を含むようなプロジェクトの形

成、審査ミッションを派遣する場合に使われている。

２－３ 実施形態 （Project Execution)

プロジェクトの実施形態は以下に記す３形態があるが、形態の最終的な選択については、ＵＮＤＰ

の常駐代表が決定する。Execution （実施）とImplementation （履行）は別々の概念であり、Execution

の形態に拘わらず、Implementation の責任は被援助国政府に所在する。

プロジェクト実施機関に支払われるサポートコストーAOS (Administrative and Operational Support)は、

プロジェクト実施機関に対して適用されるサポートコストの制度であり、以前はパッケージサービス

として、プロジェクト総額に対して一律の比率（１３％）でＵＮＤＰから実施機関に支払われていた

が、以下の６機関（ＵＮＥＳＣＯ、ＵＮＩＤＯ、ＦＡＯ、ＩＬＯ、ＵＮＤＤＳＭＳ、ＯＰＳ）が実施

機関となる場合は、支出品目（７品目）別に比率が定められるようになり、 プロジェクト総額に対し

て、支出品目別に定められた率（人件費、機材費、研修費等）をそれぞれの支出予算に乗じた額の総

額をサポートコストとして支払うよう定められている。

（１）National Execution

ＵＮＤＰにおいては、被援助国の総合的管理のもと被援助国自身の手によりプロジェクトが実施さ

れることが、その国の自立性を強化させていく上でもっとも理想的な形態であると認識している。そ

のため、ＵＮＤＰプロジェクトの実施機関の選定に当たっては、まず被援助国の国家機関が検討され

る。検討にあたっては、プロジェクトの総合的な監督任務に際して適切な技術能力の有無、プロジェ

クト運営、管理における実質面および財政面における責任能力の有無等を考慮の対象とする。いずれ

にせよ、プロジェクト事業の各段階における任務を、従来の国連システム（国連専門機関）依存型か

ら被援助国の政府および諸機関へ積極的に移行しながら、同時に被援助国の持続的な能力形成を支援

していくことが今後の開発の課題であると考えられている。
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（２）UN Agency Execution

国連専門機関によるプロジェクトの実施。各専門機関の専門分野と当該プロジェクト実施に必要な専

門性を検討し、もっとも適切な機関が選択される。またＵＮＤＰは、プロジェクトを実施する機関に対

してプロジェクトコストとは別に、プロジェクトコスト総額の１３％相当をサービスチャージとして支

払う。このサービスチャージは、主としてプロジェクト実施に必要とされる実施機関の人件費を賄うた

めのものである。また、ＵＮＥＳＣＯ、ＵＮＩＤＯ、ＦＡＯ、ＩＬＯ、ＵＮＤＤＳＭＳについては、Ａ

ＯＳが適用され、支出項目によってサービスチャージの率が異なる。

（３）Direct Execution

ＵＮＤＰ自体によるプロジェクトの実施。

２－４ 調達の方法

（１）ソフト面

国連専門機関により実施されるプロジェクトの場合は、International Professionals のリクルートに際し

て、常駐代表事務所は、各プロジェクト毎に任命されているNational Project Director より必要な職務内容

（Job Description) を入手し、或はProject Documentに記載の職務内容をもとに、国連実施機関に、各ポスト

につき最低３名の候補者を推薦するよう要請する。（この時点で、政府は、候補者を選定することもで

きる。）

Local Professional（現地専門家）に関しては、政府カウンターパートに候補者を選定するよう要請す

る。その場合、当該国連実施機関は、職務内容に適応する人材３名を推薦し、履歴書とともに常駐代表

事務所に提出し、常駐代表事務所は、National Project Director に提出する。政府のカウンターパートは、

各候補者の適性を審査し、優先順位をつけ、政府窓口に提出し、カウンターパートの所見をもとに、政

府窓口は常駐代表事務所に対して正式に、各候補者を認可し、（優先順位をつける場合もある）必要な

リクルートの諸手続きの開始を要請する。また、職務内容を遂行するにあたって推薦された人材の中に

は適格者がいないとみなされた場合は、National Project Director は、新たな候補者の提出を要請するとと

もに、候補者選定にあたっての明確な基準を提出する。

 尚、Project Document に示されている各プロジェクト要員の効率的な活用、及びそのためのアレンジメ

ントは、National Project Director の責任であり、必要な諸インプットが満たされない場合は、常駐代表事

務所は、政府の窓口に調整を要請する。プロジェクトが National Execution の場合、候補者の選定、決定

は、政府実施機関の責任下で行われ、常駐代表事務所は、各過程において通知のみ受ける。常駐代表事

務所は、National Project Director の要請により事務諸手続き（コンサルタントへの支払い等）で関わる場

合もある。
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（２）ハード面

機材（Equipment) の調達は国際競争入札によるのが原則である。但し、国連財務規定により、購入

金額２万米ドル以下の場合は、正式な入札は必要とせず、７万米ドル 以下の場合は、国際競争入札に

より実施機関で購入決定し、購入金額７万米ドル以上の場合についてのみ、国際競争入札を経て発注

するまえに、実施機関の契約委員会の許可を得なければならない。またプロジェクト担当官は常に機

材の現地における調達可能性の検討を義務づけられており、その場合５千米ドル以下の機材について

は実施機関の許可がなくとも常駐代表事務所の判断で購入することができる。それ以上の額の機材に

ついては、実施機関は少なくとも３社からの見積書を必要とし、コストが一番低いものを購入する。

さもなければ、正当な理由を提示しなければならない。

２－５ 管理体制 (Project Monitoring, Reporting )

プロジェクト管理はプロジェクトの開始時に作成されたワークプランをもとに、以下の体制のもと

に行なわれる。

（１）日常的なフォローアップ

－プログラムオフィサーによる定期的なプロジェクト訪問

－常駐代表あるいは代理、プログラム担当官によるプロジェクト訪問（最低年１回）

　プロジェクト現場で簡単なレビューミーティングを行う。

（２）Project Performance Evaluation Report －プロジェクト実行評価レポート

三者協議会(Tripartite Review Meeting ) の三カ月前までにチーフテクニカルアドバイザーもしくはNa-

tional Project Director によりフォーマットに従いプロジェクトの評価レポートが提出されなければなら

ない。プロジェクト期間が２年以上のもの、またはプロジェクト総額が40万米ドル以上のものはＰＰ

ＥＲの作成義務がある。それ以外については、常駐代表がＰＰＥＲの必要性と回数を判断する。

（３）プロジェクト三者協議（Tripartite Review Meeting）

プロジェクト総額40万米ドル以上のものについては、少なくとも年に一回 Tripartite Review Meeting -

TPR（被援助国政府、ＵＮＤＰ、実施機関の三者で構成される）を開催しなければならない。ＴＰＲ

はNational Project Director により事前に作成されたProject Performance Evaluation Report - PPER にもと

づき、前回のＴＰＲの提言の実行状況、プロジェクト実施の現状にかかる以下の問題点、－ ＵＮＤ

Ｐ、被援助国のインプット、プロジェクトアウトプットの進行状況、プロジェクトの目標達成度 － 等

について見直し、必要な計画修正、対策について検討する。またin-depth evaluationの必要性についても

検討される。
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 （４） Terminal Report

プロジェクト総額が１００万米ドル以上のものについては、 Terminal Report の作成は義務付けられ

ている。これは、実施機関、もしくはサブコントラクターにより作成される。

２－６ 予算　(Project Budget, Project Revision)

プロジェクト予算は、常に実際の実施状況に即して見直しがなされる。予算修正は、多くの場合は

実施スケジュールとの調整程度であり大規模な予算の増減はないが、見直しにより大規模な修正が必

要である場合は、その承認は本部でなされる。

プロジェクトが合意され、ＵＮＤＰ、および相手国政府に承認された後４５日以内に、実施につい

ての現実的な観点からプロジェクト活動のスケジュールを見直し、それに沿って予算を修正しなけれ

ばならない。この初めの予算修正後は、Mandatory Rephasing （強制予算修正）を年に一回行うほか、

大規模なプロジェクトに関しては、１０月に再度予算の見直しが行なわれる。この定期的な予算の見

直しは、限りある資源が常に有効且つ現実的に利用されることを目的とする。プロジェクトドキュメ

ントに含めうる予算項目は以下の通りで、各プロジェクトの内容により構成予算項目が異なる。

フォーマットに関しては、プロジェクトドキュメントの例を参考にされたい。

　 －Expert

契約期間が６カ月以上の外国人専門家。契約の最長期間は５年で、例外的に６年まで認められる。

各専門家は、それぞれ知識、技術をカウンターパートに移転するために雇われるので、外国人専門家

の継続的な長期契約は、専門家の機能、目的と照らしても好ましくないと考えられている。

－Consultant

契約期間が６カ月未満の外国人専門家。Special Services Agreement 或は、Reimbursable Loan Agreement

　を締結する。

－Associate Expert

ドナーカントリーにより契約費用が賄われている専門家。従って、予算割り当ては無く、別項目と

して取り扱われる。契約期間は２年以下の期間となっている。

－Administrative Support Cost

プロジェクトに必要な庶務経費で、極力、GCCC（後述のGovernment Counterpart Contribution in Cash)

項目、或は政府による資材供与（Government In-kind Contribution Budget) で対応するようにしている。

－UN Volunteers (UNV)

ＵＮＶは、被援助国で調達が困難な技術のなかでもそれほど高度の専門性を必要としない技術分野

におけるプロジェクト専門家であり、コストについては、ＵＮＶ本部で国別に住宅手当て等のスタン
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ダードコストに従い予算をたてる。

－Travel

プロジェクト関連の被援助国内出張費。

－Mission Cost

プロジェクトの審査、見直し、評価においてＵＮＤＰ本部もしくは専門機関のスタッフの被援助国

への派遣が必要な場合組み込まれる。

－National Professional Project Personnel

現地専門職。通常ＵＮＤＰ援助では、途上国で調達不可能なインプットを供与することが前提であ

るが、現地で調達可能なインプットが、政府の資金で工面できない場合、これをＵＮＤＰの予算で賄

うことができる。ＵＮＤＰは途上国の能力形成の観点より、ＮＰＰＰの利用の促進をめざしている。

しかしこのポストは原則として政府職員には適用されない。

－Sub Contract

プロジェクト実施をスムーズにおこなうために下請けを組み込むための予算。途上国の能力形成の

ために現地の或は他の途上国の下請けの活用を優先する。またプロジェクト実施機関として、ＮＧＯ

が適当と認められる場合、下請けの項目に組み込むことができ、特定のＮＧＯが適当であると認めら

れた場合は、競争入札を免除できる。下請けする業務内容は、プロジェクトドキュメントに明確に記

載する必要がある。尚、下請け契約関連の国連財務規定は次の通り。

－契約金額が２万米ドル以下の場合は、正式な入札は必要ない。

－契約金額が７万米ドル以下の場合は、プロジェクト実施機関を通して正式な入札を必要

とする。

－契約金額が７万米ドル以上の場合に限り、実施機関契約委員会への契約提出が必要とさ

れる。

－Fellowships

被援助国以外の国（１ヶ国）でおこなわれる１カ月以上の研修についてフェローシップを給付する

ことができる。プロジェクトドキュメント作成時に経費が不明な場合、専門機関が定めている基準を

用いる。北米、もしくはヨーロッパの場合は、１カ月約5000 米ドル、２カ月については8000 米ドル、

３カ月については 11,000 米ドル、６カ月については 18,000米ドルを基準とする。

－Group Training/Study Tour

被援助国以外の１ヶ国以上における研修が行われる場合この項目にあてはまる。プロジェクトド

キュメント作成時に研修にかかる経費が明確でない場合は一人１日200米ドル とし、研修実施国がＵＮ

ＤＰ地域局の担当する地域である場合は、 一人１日150米ドルとして予算に見積もっておく。
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－In-Service Training

インサービストレーニングは通常、プロジェクト専門家が現地で行うトレーニングにカウンター

パートスタッフが参加するための費用を賄うもの。

－Equipment

ＵＮＤＰは、技術協力とのパッケージにおいてのみ機材を供与できる。カントリープログラムにお

ける機材供与予算項目がカントリープログラム期間に見込まれているＵＮＤＰ財源からの予算総額の

５０％を超える場合、常駐代表は詳細な根拠説明の文書を提示しなければならない。ＵＮＤＰは通

常、プロジェクト期間中は、機材の所有権利を保持する。単価相当額550米ドル以上の機材の売却処

分、あるいは所有権利の譲渡については、実施機関の同意を得た上で行う。プロジェクト協力期間が

終了した機材については、被援助政府、あるいは他のプロジェクトへの譲渡、売却、または限られた

期間、ＵＮＤＰの管理下に譲渡される。単価が400米ドル以上で耐久年月が５年以上の機材については

カテゴリー１とカテゴリー２に分けられ、カテゴリー１は特殊技術機材、カテゴリー２はプロジェク

ト車両、事務機器があてはまる。カテゴリー１の機材に関しては、通常プロジェクト終了時に被援助

国政府に譲渡される。カテゴリー２に関しては、通常プロジェクト終了時に他のプロジェクトに譲渡

されたり、売却処分される。

－Premises（プロジェクトに必要とされる土地建物）

通常被援助国政府の負担であるべきだが、この予算項目からの支出でプロジェクトスタッフ、機材

を収容するプレハブを購入あるいは建設することも可能ではある。

－Operation and Maintenance of Equipment

通常政府の責任の範囲である。しかし、機材の修理、保険、運営費等はこの項目に組み込むことが

可能である。

－Reporting Costs

プロジェクト関係報告書の製作費。

－Sundries

雑費として１プロジェクト毎に１年につき通常1000米ドル込まれる。

　以上の項目に加えて、コストシェアリングが含まれるプロジェクトの場合は更にコストシェアリ

ングの項目が追加される。

－Government Cost Sharing、Third-party Cost Sharing

ＵＳドルによるコストシェアリングで、被援助国政府、あるいは他の国際機関、あるいは二国間援

助機関によるプロジェクトへの資金分担。これらの資金はＵＮＤＰにより管理される。
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－GCCC (Government Counterpart Contribution in Cash)　

この項目は、被援助政府よりプロジェクト予算に投入される現地通貨による現地調達可能なイン

プットに対する負担額で、ＵＮＤＰにより管理される。

更に予算項目にはGovernment In-kind Contribution Budget があり、プロジェクトドキュメントに記さ

れている被援助国政府による資金（現地通貨）、人員、機材、設備等のインプットの相当金額が記さ

れる。これらのインプットに対しては、被援助国政府に管理責任がある。

２－７ 評価（Evaluation)

今まで計画と評価がUNDP内の別々のセクションで行われていたが、Office of Evaluation and Strategy

Planning が設立され、一括して行うようになった。ＵＮＤＰの評価は、現行のプロジェクト及びプログ

ラムの実施の改善に資する目的に加えて、現行の援助の実施状況や評価結果を分析することにより、

将来のプロジェクト、プログラム、援助方法の選択、計画、管理を行うに際しての指針を被援助国や

国連専門機関に与えることを目的としている。評価の対象となるプロジェクトの優先分野・形態とし

ては、制度・組織造り(Institution Building) 、ハイテク、被援助国政府が実施主体となっているプロジェ

クト、被援助国政府自身の評価能力の育成等に関するものを挙げることができる。

２－７－１  評価の種類

（１）Project In-depth Evaluation

Project In-depth Evaluation は、以下のいずれかに該当する場合にのみ行われる。

－プロジェクト予算のうちＵＮＤＰ負担分が１００万ドルを超える場合、

－プロジェクトの内容が新しいものあるいは特に複雑なもの、

－次期予算修正において、ＵＮＤＰ負担予算総計が７０万ドル以上追加になる場合または

　２年以上の延長を行う場合、

－運営に際し重大な問題がある場合、

－Tripartite Review （プロジェクト三者協議）によりその必要性が認められた場合

必要性の検討およびスケジュールに関しては、プロジェクト形成時あるいは実施段階におけるプロ

ジェクト三者協議により決定される。ＵＮＤＰのプロジェクト担当官は、評価が予定されている時期

の最低４カ月前に評価ミッションのTerms of Reference を作成し、ＵＮＤＰ本部の地域担当課とプロ

ジェクト実施機関（国連専門機関実施によりプロジェクトが実施されている場合）に送付し、ＵＮＤ

Ｐ本部の地域担当課が国連実施機関と協議のうえミッションを調整する。

ミッション構成メンバーは通常、ＵＮＤＰの選択したコンサルタント（チームリーダー）、実施機

関の選択したコンサルタントと被援助国政府職員となる。

評価レポートは、政府との協議を経て完成され、政府、実施機関、ＵＮＤＰの関連部門（評価及び

地域課）に配布される。
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（２）プロジェクト事後評価 （Ex-Post Evaluation)

プロジェクト事後評価は、プロジェクトの終了後、プロジェクト活動の適切性、効率性、インパクト

を分析するために実施される。事後評価はプロジェクトのインパクトを分析するために実施される。事

後評価はプロジェクトのインパクトを分析し、そこから教訓を学びとって政策決定者に提供することに

より、プロジェクトやプログラムの発掘、形成、実施の改善に資することを目的とする。通常、協力終

了後３年以上のプロジェクトがプログラムの適切性、効率性、インパクトに関して被援助国政府、実施

機関、ＵＮＤＰから提起された問題に対する回答を用意するために、評価プロジェクトが選択される。

（３）テーマ別評価

テーマ別評価は実施中または終了したプログラムやいくつかのプロジェクトの目的、計画、実施、結

果、インパクトを特定の分野について評価するもので、技術協力の計画や実施の改善のために、実用的

な結論を引出し、被援助国や実施機関、ＵＮＤＰに提供することを目的とする。テーマ別評価のテーマ

は、個々のプロジェクト評価の結果を分析したり、また実施部局や実施機関、被援助国と協議しつつ選

ばれる。また他のドナー国との協議に基づいて決定されることもあり、この場合には、それらの国との

合同評価が実施される。現在までに、ＪＩＣＡとも合同評価の実績がある。日本が、プロジェクト評

価、テーマ別評価等を通じて援助の質を高め、援助に対する国民の理解を求める必要があるのと同様

に、ＵＮＤＰもドナー国や執行委員会の理解と支援を求めるために、評価を強化して援助の効率性を高

めることに努力する必要がある。従って、双方が協力しあい、評価の質を高めていくことが、より効果

的な援助を実施していく上で重要である。通常、プロジェクトの終了後、３年から５年の間に行なわれ

る。

２－７－２  評価の手法

国際機関援助用のロジカルフレームワークがプロジェクト評価の基礎として使われる。

２－７－３  評価の活用

実施中のプロジェクト評価に関しては、評価結果が直接関連するプロジェクトのフォローアップに結

び付けられている。テーマ別評価の結果は、被援助国政府、ＵＮＤＰ、実施機関スタッフやプロジェク

ト関係者に対して関連情報を提供するために利用される。
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ＵＮＤＰの技術協力
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３．ＵＮＩＣＥＦの援助について

United Nations Children's Fund

国連児童基金

１．援助政策・システム

１－１ 目的と理念

ＵＮＩＣＥＦは第二次世界大戦直後に、戦災児童への国際的な援助による物資支援を目的に、１９４

６年の国連総会にて主にヨーロッパや中国に対する衣食料、医薬品の緊急援助を任務として特別に設置

された。以後１９５０年の国連総会決議で「資材、訓練、助言等の供与を通して、緊急および長期的な

子供のニーズ、特に開発途上国における子供のニーズに応え、被援助国における恒久的な子供の健康と

福祉のための事業を強化する」ことを新たな使命として、国連付属常設機関として活動することが決議

され、現在では１１５ヶ国（本部、地域オフィス、カントリーオフィス、サブオフィス）にスタッフを

配置し、１３８の開発途上国（アフリカサハラ以南４６ヶ国、中南米３５ヶ国、アジア３４ヶ国、中近

東１４ヶ国、北アフリカ９ヶ国、中央・東ヨーロッパ、中央アジア９ヶ国）にて開発プログラムを支援

し、全体の約８割のスタッフが開発途上国に在勤している。

１－２ 重点政策・優先目標・基本戦略

ＵＮＩＣＥＦの活動指針は、１９９０年に行なわれた「子供のための世界サミット」で決議された

「２０００年までの子供の開発のための目標と戦略」に基づいており、２０００年までに実現させる目

標として、１）５歳未満児の死亡率の低下、２）妊産婦の死亡率の低下、３）５歳未満児の栄養の改

善、４）安全な飲料水と衛生環境の確保、５）基礎教育の普及（特に女児、女性）、６）非識字率の低

下、７）特に困難な状況下の子供の保護、を挙げており、これらそれぞれの目標に対して数量的なター

ゲットを示している。この優先目標を達成するために、ＵＮＩＣＥＦは以下の基本戦略を掲げ、これに

沿って中期計画および予算、カントリープログラム（５カ年国別計画）が作成される。

　１）成功例の拡大実施（過去に成功した小規模プロジェクトを大規模に実施し効率化をはかる。）

　２）到達困難なこどもたちへの優先的支援

　３）格差の軽減

　４）コミュニティーの参加

　５）地域に根差したプログラムアプローチ

　６）最も恵まれない人々のための研究・開発

　７）開発のための女性の強化

　８）人間の顔をした開発

　９）環境への適合性と持続可能性

１０）モニタリングと評価の革新、強化
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１１）国の能力構築

１２）目標に向けての経済的基礎の構築

１－３ 援助・技協の種類

Country Programme Recommendation  に沿って、基本的には、機材供与と資金供与による援助を行な

う。

現状分析に基づき相手国政府とともに策定する５カ年計画（the Plan of Operations / the Master Plan of

Operations )、分野別実施計画（Sectoral Plan of Operations )のもとに、一年毎にプロジェクト別活動計

画、および事務所のワークプランが作成される。従って、このプロジェクト別活動計画、オフィス

ワークプランにより明記された機材供与、資金供与を実施・監理することにより、５カ年計画で設定

された目標を達成することがＵＮＩＣＥＦの援助システムである。

１－４ 実施体制

プログラム策定作業の初期の段階から被援助国を含むタスクフォースの共同作業で行なわれ、被援

助国の確かなコミットメントのもとに通常、当該国の関係省庁、およびＮＧＯによりプロジェクトが

実施される。

１－５ 財源・予算

ＵＮＩＣＥＦは、政府、非政府機関からの任意拠出金により運営されていて、政府部分は９８ヶ国

の政府からの拠出金で全体の６８％を占めるが、残りの３２％は、民間からの資金調達によるもので

あり、グリーティングカード販売による収益もこれに含まれる。従って、財源の３分の１は独自の資

金調達によるものであるので、政府の影響を受けにくい財源を所有するという意味では、他の国連機

関にはない特徴がある。ちなみに１９９１／９２予算においては、グリーティングカードの収益は１

０７．２百万米ドルであった。

１９９３年の総収入は８６６百万米ドル（９２年額は９３８百万米ドル）で、このうち５９％が一

般財源としてカントリープログラムおよびそれに関わる諸費用に充てられ、４１％は補助基金（２１

％）、および緊急基金（２０％）として、一般財源以外の国指定の特定プログラムの支援、緊急援助

（救助および復興）などに充てられているが、近年の傾向としては（８９～９３）緊急援助が大変増

えている。一般財源の国別割り当ては、乳幼児死亡率、ＧＮＰ、子供の人口、国の面積、他の援助状

況等を考慮しながらＵＮＩＣＥＦ資金が最も必要とされる国を優先として決定される。支出面では、

現金供与が４０～５０％、物資、機材等の供与が３５～４０％の他、事業支援費、事務費としてそれ

ぞれ１０％ほど支出されているが、可能な限り事務費を削減するよう効率化を図っている。　

予算執行の最近の目標は、地域事務所やニューヨーク以外の本部直属事務所の再編を通じて、ある

いは、ＵＮＩＣＥＦが各国に設置している事務所の拡充や新設を通じて、さらに整理・合理化を促進

し、経費削減を図る一方で事業を効果的に実施することに置かれている。



– 51 –

１－６ 実施戦略

（１）地域・国別

フィールド重点型であるので、スタッフ総数約７、０００名のうち８３％はフィールド勤務であり、

地域事務所、カントリーオフィス、サブオフィス等で活動している。一般財源からのカントリープログ

ラムへの予算の割り当ては、その国における五歳未満の子供の死亡率（Under 5 Mortality Rate: ）、ＧＮ

Ｐ、児童の総数を大枠に政治、経済的状況、他の援助財源、国の大きさ等も考慮して決定されるが、結

果としてアフリカ地域が地域別には優先地域となり、スタッフの４０％がアフリカサハラ以南に勤務し

ている。

（２）分野別・課題別

分野別の支出額の最近の傾向は、８９年の支出では、Child Health に４１％が割り当てられていたのに

対し、９３年には２６％に減っており、一方緊急援助への支出が８９年の１０％に対して９３年には２

８％と大幅に増加し、６４ヶ国で緊急援助をおこなっている。

２．プロジェクト関連事業

２－１ プログラム・プロジェクトサイクル（発掘・形成・審査・合意形成・実施決定 ）

上記優先目標の項目にある、２０００年までに実現させる目標達成に直接的、間接的に関与している

国の政治、経済、社会、文化状況等の現状分析を相手国政府とともに行ない、国毎の開発状況にあわせ

てそれぞれの目標に対して５年のプログラムサイクルでの達成指標を設定する。プログラムサイクルの

流れは情報収集及び現状分析から始まり、基本的には次ページ表のような流れになる。

２－２－１

（１）情報収集及び現状分析

ＵＮＩＣＥＦのプログラムサイクルは、その国における子供と女性のついての総合的な現状分析(Situa-

tion Analysis) から始まり、この現状分析を基礎に国別５カ年計画が策定される。

現状分析は、過去の報告、調査結果、政府の保有する基礎データを含めたあらゆる情報を収集分析し、

その国の経済、社会、政治等状況を見極めた上で、被援助国の開発ニーズ、取り組むべき課題をまとめた

ものである。この現状分析は、援助の可能性と制約要因を明確にするために通常、被援助国政府とＵＮＩ

ＣＥＦの共同で行われ、通常５年に一度改訂する。現状分析は、国別５カ年計画の基礎のみならず、政策

アドボカシーや社会動員、資金調達の有効な道具としても使われる。また、被援助国と共同でまとめるこ

とは、相手国に問題意識を持たせ、プログラムの持続性を確保する上でも重要な意味を持つ。
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現状分析には約半年から一年かけられ、被援助国政府関係省庁、大学関係者、専門家、他の援助機

関スタッフ、ＮＧＯ等より編成されるタスクフォースにより進められる。現状分析に続く下記２の各

プロセスにおいても、タスクフォースが一貫して必要な作業を行なう。

（２）プログラム計画・形成

現状分析に基づき、次期国別プログラムの方向性、戦略、優先目標の概略を打ち出し、その合意に

基づき、５カ年の包括的な実施計画が策定され、全体計画にそって分野別、地域別のプログラム・プ

ロジェクト実施計画も作成される。これらの実施計画は、ＵＮＩＣＥＦ執行理事会に当該国のカント

リープログラム計画が提出される前に、当該国政府およびＵＮＩＣＥＦの間で開かれるプログラム戦

略会議、およびプログラムプレビュー会議での合意のもとに策定される。

（３）プログラム及びプロジェクト実施

国別実施計画は５年間のプログラムサイクルにおける全プロジェクト活動を包括しているが、プロ

１．情報収集及び現状分析

・国家開発政策、過去の開発状況の見直し
・様々な統計資料、報告書等の見直し

２．プログラムプランニング及びプロジェクト形成

・開発課題の明確化

・戦略形成

・プログラムプレビューミーティング

・Master Plan of Operations

・Sectoral Plan of Operations

・Project Plans of Action 

・目標設定

・制約要因分析

・スケジュール、予算設定

３．プログラム及びプロジェクト実施

・年次プロジェクト活動計画

・定期的な評価監理 (年次見直し、中期見直し等)

・プロジェクト監理(予算監理含む)

・実施管理

４．プログラム及びプロジェクト評価

・事後評価等

ＵＮＩＣＥＦの国別計画策定作業の流れ

出典：A UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation 
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ジェクト毎のより詳細な計画（プロジェクト目標、年間目標、期間、活動スケジュール等）について

は、一年毎にプロジェクト実施計画が作成され、スケジュールが現状に対応できるような計画体制と

なっている。

（４）プログラム及びプロジェクト監理

プログラム・プロジェクト監理が十分実施できるように、それぞれを計画する時点において明確な目

標、タイムスケジュールを設定するようになっている。実際の監理については、予め作成した監理計画

に基づいて行なわれるが、この監理計画では、誰が、何のために、どの情報を、どのような形で収集

し、いつ、どのようにそれを使うのかが明確にされており、適格な指標で、効率的かつ正確にプログラ

ム・プロジェクトの過程およびアウトプットを評価することが可能である。

被援助国のプログラムマネジャーはプログラムの進捗状況および財政状況について、定期的に（通

常、年次見直しの時期）ＵＮＩＣＥＦに対して報告義務があると同時に、ＵＮＩＣＥＦのプログラム担

当官は、被援助国によるプログラム管理能力形成を促進するために、被援助国プログラムマネージャー

のプログラム管理活動を側面的に支援し、必要があれば指導していく義務がある。

また、ＵＮＩＣＥＦは途上国における女性と子供の状況をモニターするという任務があるが、これ

は、被援助国およびＵＮＩＣＥＦによる資金調達、プログラム・プロジェクト形成、社会動員、アドボ

カシーや、次期サイクルの現状分析に活用される。

２－１－２ ＵＮＩＣＥＦ本部レベル

プログラム実施においては、本部は主に技術指導を含めたバックアップおよび必要な調整に従事す

る。地球的規模の問題については執行理事会および本部を通じて国別事業に展開させる。

２－１－３ フィールドレベル

国別の事業が中心であるので、常駐代表に大きな権限があり、１０万米ドル程度であれば、自由裁量

で予算内での支出項目の移動や緊急に支出することが可能である。国別予算額が大きな国（インド、バ

ングラディシュなど）の場合は、自由裁量の額が予算額に応じて増加する。

加えて、ＵＮＩＣＥＦのプログラムは、被援助国の既存のシステムおよび国内ネットワークを最大限

に活用するよう計画されているので、被援助国自身がプログラムを推進しているという意識が協力修了

後の持続性につながるとともにコストの軽減にも大きく貢献している。

また、他の国連機関との協調については、ＵＮＤＰがレジデントコーディネーター（常駐調整）を務

めているので、ＵＮＤＰの召集で他の援助機関との調整会議等が行なわれる。最近の傾向としては、国

連機関の間でも連携を促進しようということで、プログラムサイクルの開始年を統一したり、重点政策

を共同で策定しようという動きもあり、ＵＮＩＣＥＦは、全体のプログラムの中で、それぞれの機関が

専門性を出せる得意分野を担当し、責任を分担して、共同で種種の問題に取り組んでいくことも重要で

あると考えている。
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２－２ 調達の方法

（１）ソフト面

全体数約７０００名の８３％スタッフがフィールドに在勤していて、国際専門職は３年から５年での

人事異動が繰り返されるが、個々の職員のキャリアについては、移動に拘わらず同じ専門分野（プログ

ラム－評価を含む分野別、広報、財務を含む総務等）のなかで構築していくのが基本である。また、各

フィールドには、現地採用の現地専門職があり、現場毎にＵＮＩＣＥＦ事業が適正化を図るために必要

とされる、その国特有の知識を蓄積した現地専門職と、分野ごとに専門知識・技術・経験を様々な地域

で蓄積してきた国際専門職との組み合わせがＵＮＩＣＥＦの特徴である。現地専門職と国際専門職をあ

わせると約２０００名になる。ＵＮＩＣＥＦ内部における人材育成についてはまた、必要に応じて、職

員に加えて、コンサルタントを採用することもある。しかしながら、ＵＮＩＣＥＦ援助は、究極的には

途上国における持続可能な発展とそれに必要な能力形成を目指しているので、コンサルタントは短期採

用が原則である。

（２）ハード面

コペンハーゲンにＵＮＩＰＡＣというコンピューター化された大型倉庫があり、ＵＮＩＣＥＦの活動

に必要な援助品目（基本薬剤、ワクチン、緊急援助に必要なテント、蒸溜水等）の年間必要量の約１／

３が保管されている。またここには、品質管理に必要な専門家が配置されており、緊急事態にも品質が

保証された適正機材を即時に調達することが可能である。大量購入することにより低価格化が図られ、

専門家のもとで適正な機材が品質管理されている。基本的なワクチンは、常時２４から４８時間以内で

の配給できるよう体制が整っていて、ＵＮＩＣＥＦの調達の大部分およびＪＩＣＡを含む他の援助機関

への調達も請け負っている。

尚、年間必要量の残り２／３については、生産国より直接輸送される。

２－３ 予算　(プログラム・プロジェクト予算)

ＵＮＩＣＥＦプログラムの予算については、主要なコンポーネントは被援助国が負担し、ＵＮＩＣＥ

Ｆがそれを支援するという組立方になっている。プログラム実施中に活動の追加を含む軌道修正の必要

がおこった場合、適宜見直しを行ない、ドナーの追加拠出により賄われるサプルメンタリーファンドよ

り工面したり、二国関援助の協力を得る等（マルチ・バイ協力）の柔軟な予算体制・予算措置を心がけ

ている。

２－３－１  予算の組み方

予算の内訳、配分の仕方は、なるべく政府のカウンターパートの通常のやり方に倣う。

Capital Cost とRecurrent Cost に分け、中央政府、地方政府、ＵＮＩＣＥＦの分担をそれぞれ明らかにす
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る。この分担に関しては、比較的所得の高い国は、Capital Cost も部分的に負担し、また特に貧しい国に

ついてはRecurrent Cost の一部をＵＮＩＣＥＦが負担する等、当該国の能力、発展レベルに応じて決定す

る。原則としては、プログラムが進行するにつれて政府負担分を増加する。

２－４ 評価（Evaluation)

ＵＮＩＣＥＦ事業の向上に反映するよう学習効果をもたらす建設的でありかつ効果的な評価を実施す

るために、カントリープログラムの各段階においてさまざまな評価が計画されている。また、約７０の

フィールドオフィスには、"Evaluation Focal Point" が任命されており、ニューヨーク本部の評価室との連

携のもとに、各事務所レベルでの評価システムの向上、促進を図っている。

（１）評価の手法

事業達成度と被益者へのインパクト改善を目的に既存データの集積と分析、面接やフォーカスグルー

プ、討論の実施、サーベイの実施、現地 視察による観察、Rapid Assessment Procedure (RAP), Knowledge

Attitude and Practice (KAP)、ケーススタディー等の手法を使用国毎に評価フォーカルポイントを置く。内

部評価と外部評価、量的データと質的データの併用

（２）評価の種類 　

　

・事業計画前評定： ベースライン調査、フィールド調査、現状分析

．継続評価： 軌道修正が目的のモニタリングと連結した簡潔な評価

・事業実施過程における評価： 事業実施過程における評価は、プログラムサイクルの開始から終了に

いたるまで、国別プログラム実施計画（the Plan of Operations)　の随所

に組み込まれており、これに沿って実施されるが、主要な評価は、年

次評価、中間評価である。

・事業後評価： 効果、効率、妥当性、インパクト、持続可能性等を評価

（３）評価の活用

　

評価結果は、主として、プログラムおよびプロジェクトの実施の向上のための軌道修正のために活用

されるが、必要に応じて、時宜を得た確かな評価であることを確認の上、公表する。政策決定者、ド

ナー、研究者、アドボカシー機関、メディア、特定のコミュニティー等にフィードバックし、当該プロ

グラム・プロジェクト等への資金調達の道具として活用する。学んだ教訓についても次期事業サイクル

での計画・予算配分等に適用する。
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ORGANIZATION OF UNICEF HEADQUARTERS
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４．ケ－ススタディ－１

カンボディア三角協力(難民再定住・農村開発)プロジェクトにおける

ＵＮＤＰとのマルチ・バイ協力の概要

企画部  地域1課

項　　　目

1. プロジェクトの概要

1-1  目的

1-2  対象地域

1-3  計画内容

1-3-1  農村基盤整備

1-3-2  農村地域開発(三角協力)

1-4  概算事業費

1-5  プロジェクトの実施体制

2. UNDPとの連携内容

2-1  関係機関との協定

2-2  UNDPと連携する意義・理由

2-3  UNDPとの連携の形態

2-4  MSAとは

2-5  MSA及びJICEとUNDP/OPSのサブコントラクトの内容

2-5-1  UNDP/OPSによるサ－ビス

2-5-2  JICEによるサ－ビス

2-6  94年度プロジェクト予算の内訳(UNDPへの拠出分のみ)

3. MSA及びサブコンタラクト締結で問題となった事項

3-1  MSA

3-2  JICEとUNDP/OPSのサブコントラクト

4. プロジェクトの問題・課題

4-1  目的達成の形態として

4-2  専門家及びJOCVの任期について

4-3  アセアン各国の専門家の割り当てについて

4-4  カンボディア側の意向

4-5  UNDP/OPSの契約について

《付録》

1. カンボディア三角協力プロジェクト概要

2. トラスト・ファンドの特徴及びその他のUNDPを通じる援助方法との比較

3. カンボディア三角協力のUNDPとの連携(MSA)にかかる概念図

4. アセアン専門家の赴任にかかる手続きの流れ
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１. プロジェクトの概要

1-1 目的

1992年3月30日に始まったタイ国境からの難民帰還は、1993年5月の総選挙までに総数38万人に達した

が、総選挙後のカンボディアにとって、この帰還難民、 国内流民及び徐隊兵士の再定住を促進させ、

安定した生計を確立させることが最大の課題となっている。この問題を解決するためには、 国内最大

の産業であって、人口の8割が従事している農業を中心に基盤整備を行なうことが不可欠であり、本プ

ロジェクトはかかる観点にたって、コンポンスプ－及びタケオ県周辺における農村基盤整備・農村地

域開発を行ない、 帰還難民等の生計向上を実現しようとするものである。

1-2  対象地域

コンポンスプ－県及びタケオ県の一部

(農村開発センタ－はプノンペンから西南西約45Km、 国道4号線を車で約40分)
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RURAL DEVELOPMENT PLAN
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1-3 プロジェクト内容

 当初は、 UNHCRに日本が帰還難民の再定住を促進する目的で拠出したジャパン・ファンドを(財)日

本国際協力センタ－(JICE)が契約を締結し、 コンポンスプ－県周辺の農村基盤整備(農村道路の修復、

メインセンタ－と3箇所のサブ・センタ－の建設等)を行なった後に、  日本とアセアン各国(インドネシ

ア、タイ、フィリピン、マレイシア)が共同で農村地域開発(三角協力)を実施する計画であった。

UNHCRとJICEの契約が終了する1994年3月以降はUNDPと同様な契約を締結して本格的な農村開発プロ

ジェクトを開始している。また、１９９５年１月、実施の一年延長が決定し、本プロジェクトは１９

９６年３月末まで現行の体制で農村開発を継続することとなっている。

1-3-1 農村基盤整備 (92年12月 - 93年4月)

JICEがUNHCR(ジャパン・ファンド)との契約に沿って、 以下の農村基盤整備を行なった。JICAも施

工管理の専門家を現地に派遣し技術協力を行なった。

ｱ. 農道改修、ｲ. 貯水池、ｳ. 内水面漁業施設整備、ｴ. 農村開発センタ－ (コンポンスプ－)整備 (圃場整

備、 事務所、 研修施設、  訓練用資 機材)、ｵ. 農村サブ・センタ－整備(３所) -- タケオ、サムロント

ン、コンピセイのサブ・センタ－の共同 圃場整備、 公共施設 (集会所、  職業訓練所、 井戸)、 教育施

設(小学校 等)、 市場施設等。

また、より安全を期す目的で 本格活動(1994年2月)が開始するまでにJICEがトラム・クナに宿泊施設

を建設した。

1-3-2 農村地域開発(三角協力)

標記農村開発計画を、準備期間（1993年10月ー1994年１月）と本格実施期間（1994年２月以降）の二

つのフェイズに分け、農村開発センタ－とサブ・センタ－において、 下記の分野で協力活動を実施中

である。

ｱ. 農業開発  (稲作、  畑作、 果樹、 野菜、 畜産、  養殖) 、ｲ. 生計向上(婦人子供服、手芸、 木工、

陶芸、 美容)、ｳ. 教育向上(英語、 体育)、ｴ. 公衆衛生

なお現在は、UNDPと引き続き1年間の契約　(１９９６年３月末まで)　を結ぶこととなっている。

＜準備期間＞（1993年10月ー1994年１月）

ｱｾｱﾝ各国が1～2名の専門家(国別リ－ダ－を含む)を日本はJOCV2名を派遣し、プノンペン市内のホテ

ルを宿泊施設とし、プロジェクト・マネジャ－及びカンボディア国関係機関と協力して、下記の活動

　　  UNDPとの契約後, 引き続き実施

年 1992年 1993年 1994年 1995年

月 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
機材調達
農村基盤整備
農村地域開発
 (1)準備期間
 (2)本格活動期間 UNHCR
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をタケオ、コンピセイの各サブ・センタ－及びコンポンスプ－のメイン・センタ－で行った。

ｱ. ワ－クプランの作成、ｲ. 必要機材の調達、ｳ. デモンストレ－ションの実施、

ｴ. 広報活動の実施

《本格実施期間》（1994年２月以降)

アセアン専門家及びJOCVを合計50名規模で派遣し(各国10名)、1994年3月まではUNHCRとの契約下で

行ない、引き続き１９９６年３月まではUNDPとの契約下で行なう。１９９４年５月にマレイシア専門

家も赴任し、現在、アセアン専門家３９名　(インドネシア、マレイシア、フィリピン各１０名、タイ

９名全体で（女性: 5名）、及びJOCV隊員（短期緊急・シニア)１０名（女性:３名）が派遣され、プノ

ンペンでのオリエンテ－ションの後、トラムクナ－宿泊センタ－を拠点として以下の分野で 協力活動

を行なっている。

インドネシア マレイシア フィリピン タイ JOCV 合計

1.農 業
稲作一般
稲種
水管理
農業機械
野菜一般
ポスト・ハ－ベスト

果樹栽培
畑作作物
家畜飼育
獣医師
養殖

6
2

1

1

1
1

10(3)

4(2)
1(1)

3
2

2

1

1

3
1

1

1

21(3)
3
1
1
1

5(2)
1(1)

3
3
1
1
1

2. 生計向上
洋裁
理髪
陶磁器
手工芸
電気機器
金属加工
単車修理
木工/大工
レンガ積み
配管

10

2
1
1
2
2
2

2(1)
1(1)

1

3(1)
1(1)

1
1

15(2)
2(2)

1
1
1
2
1
1
2
2
2

3. 教育
英語
体育

2(1)
2(1)

2

2

4(1)
2(1)

2

4. 公衆衛生 4 2 2(2) 8(2)

合 計 10 10 10(3) 8(2) 10(3) 48(8)

（）女性　９４年７月１５日現在
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1-4   概算事業費

UNHCRの日本ファンドﾞから、下記の分野に1994年3月までに合計436, 057千円 (3,580千ﾄﾞﾙ)を支出し

た。

ｱ. 農村基盤整備 、 ｲ. 農村地域開発、 ｳ. アセアン専門家の派遣費、 ｴ. 事務管理費

なお、 UNHCRとの契約終了後、プロジェクト継続のための資金手当を行なうため、UNDPに1994年

度の必要経費として160万ドル根拠し、MSAを締結した。それを受けてJICEとUNDP/OPSがサブコント

ラクトを締結した。また、この方法のままで１９９６年３月まで実施を継続する予定としているが、

１９９５年度の予算は１８０万ドル程度を予定している。

1-5 プロジェクトの実施体制

プロジェクトを円滑に推進する目的で、Joint Consultation Committee（ＪＣＣ）を現地に設置する。以

下の13機関の代表が委員会のメンバ－となっている。また必要があれば、関係者・関係機関を委員会

に招待できる。委員会の事務局はJICEが担当する。

(1)  日本、タイ、インドネシア、マレイシア、フィリピンの各政府代表、(2) 地方開発省の代表、(3)

外務・国際協力省の代表、(4) 農林水産省の代表、(5) 国連機関の代表、(6) National Project Coordinator、

(7) プロジェクト・マネ－ジャ－、(8) JICE、

(9) JICAカンボディア事務所長

カンボディア側は、National Project Coordinatorを任命して、プロジェクトの全活動にかかる総合調整

を担当する。プロジェクト実施体制の組織図は以下のとおりである。

プロジェクト
マネ－ジャ－

共同協議委員会

（ＪＣＣ）

ナショナル

プロジェクト

コ－ジネイタ－

開発省

コンポンスプ－県 タケオ県

アシスタント

プロジェクト

マネ－ジャ－  I

国別チ－ム

リ－ダ－

      4

国別チ－ム

リ－ダ－

       5

アシスタント

プロジェクト

マネ－ジャ－ II

アシスタント

プロジェクト

マネ－ジャ－ III

事務管理

ユニット

(JICE)

稲作・

養殖 

チ－ム

畑作・

畜産

チ－ム

生計向上

・教育

チ－ム

公衆

衛生

チ－ム

アシスタント

プロジェクト

マネ－ジャ－ IV

国別チ－ム

リ－ダ－

      3

国別チ－ム

リ－ダ－

      2

国別チ－ム

リ－ダ－

      1

（カンボディア）
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２. UNDPとの連携内容(位置付け・役割・予算等)

2-1 関係機関との協定

農村開発事業（農業、教育、公衆衛生、生計向上）を実施・継続する目的で以下の協定を締結して

いる。なお、本プロジェクトの運営管理のためJICAより個別専門家を２名派遣しており、１９９５年

度は１名増員を予定している。一方、JICEもプロジェクトのロジ部門支援のため２名の職員を派遣し

ている。

協定の種類 締結機関及び政府 内　　　容 備　考

MSA 日本政府と UNDP カンボディア政府の同意に基づき、本プ

ロジェクトのために当該年度分の資金を

日本政府がUNDPに拠出し、UNDP/OPS

が実施する旨の合意文書。（署名者は国

連日本政府代表部公使とUNDPの総裁補）

手数料 6.2 ％

R/D及び M/P 日本、カンボディア

政府、アセアン

４国政府

全般的なプロジェクトの目的、期間、ス

ケジュール、各国の役割・責任について

合意。また、JCCの設置について合意。

・日本政府は、JICA専門家３名とJOCV

１０名を派遣する。

・アセアン各国政府は自国の責任におい

て、各国１０名の専門家を派遣する。

・カンボディア政府は、安全確保、専門

家の特権免除、必要な人員の配置等を

実施する。

・JICEは、1.センター及び宿泊施設等の

建設、機材の調達、2.職員の派遣、3.

アセアン専門家の旅費（首都間のエコ

ノミー）及び10Kgの超過荷物料金、4.

アセアン専門家宿泊費、5.アセアン専

門家800ドル／月の支給、6.傷害・医療

保険、7.仕事の交通手段の提供、8.緊急

時のバンコックへの避難又は医療経費

事前に、専門家

の待遇、資格、

派遣手続き、プ

ロジェクト概要

を記載したGIを

送付

・往復チケッ

ト、旅行雑費

として150ドル

・健康診断料は

最大250ドルま

で支給

・障害保険の加

　入

・PTAの送付

・専門家の資格

・条件

JOCV 派遣にかか

るE/N及びコロン

ボプラン

日本政府とカンボ

ディア政府

日本人専門家及びJOCVの派遣、特権免

除に関する合意

専門家派遣協定 カンボディア政府

とアセアン各国

アセアン専門家の派遣特権免除に関する

合意。（JOCVのE/N及びA1フォームを模

範）

要請書を各国

に発出

サブコントラクト UNDP/OPS とJICE 下記の事項をJICEに委託する旨の合意。

（署名者JICE理事及びOPS長官）

・JICE職員２名の派遣、・アセアン専門

家４０名の派遣、・プロジェクト活動

のロジ支援（機材調達、現地業務費等

の管理）

・センター、事務所、車両等の維持管理

　等

手数料 5.0 ％

特命随意契約

支給
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2-2 UNDPと連携する意義・理由

(1) UNHCRに帰還難民の再定住を促進する目的で拠出したジャパン・ファンドを活用し、JICE(92年

11月)が契約を結び、農村基盤整備(センタ－の建設、農村道路の改修等)を実施してきたが、94年3

月末で契約が終了したことによる。

(2) UNHCRのマンデイトは難民の帰還事業であり、帰国・再定住した難民の生活向上や農村開発につ

いてはUNDPのマンデイトであり、実際、帰還難民の再定住に関し、UNHCRとUNDPが契約を締

結している。(例 : CARERE)

(3) プロジェクトのフェイズIIでのアセアン専門家40名の派遣諸費(含 : 活動費・機材費)及びカンボ

ディア側のロ－カル・コストを負担する手段が日本側のスキ－ムにないため。

2-3 UNDPとの連携の形態

(1) 日本政府にとっては、UNDPへのトラスト・ファンド及びマネ－ジメント・サ－ビス・アグリ－

メント(MSA : 手数料6.2%) (但し、JICEが業務内容の100%を5.0%の手数料でサブコントラクトし

ている)

(2) JICAにとっては、個別専門家の派遣、JOCVの派遣、現地業務費の支出、安全対策費の支出等の

パラレル・ファイナンシング。

2-4 MSAとは？

MSAは、途上国政府がおOPSに、自らの開発計画の全てまたはその一部の運営や支援サービスを提供

してもらう法的な取り決めである。下記の４つの異なる財源からなる開発援助資金プロジェクトの運

営上の問題点を途上国政府が克服するために、OPS/UNDPが支援するものである。

・国際金融機関からの融資資金

・２国間の無償資金供与（途上国政府、トラスト・ファンド（UNSO）

・途上国政府の資金

・IFAD融資の運営管理（協力機関として）

MSAを利用することにより下記の長所があるとされている。

(1) UNDPの現地事務所の専門知識を利用できる。また、UNDPのネットワークを利用して、国際的な

専門知識資源にアクセスできる（技術コンサルの雇用）。

(2) 途上国政府は必要とするサービスのみ調達可能であり、マネージメント手数料は固定した総経費

の比率でなく実際の見積りコストをベースにするとなっている。

(3) 途上国政府は必要とするサービスのみ調達可能であり、マネージメント手数料は固定した総経費

の比率でなく実際の見積コストをベースにするとなっている。

(4) キャッシュフローが円滑になる。MSAはドナーに承認された運営方式で実施される。

(5) 途上国のプロジェクト運営で足りないものを埋め合わせるものであり、付随するUNDPのマネー

ジメント研修によりこのギャップを埋めることができる。
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(6) 事業運営上の責任を途上国政府が全面的に負うように奨励するアプローチを採用する。

MSAは、OPSが提供するサービスとドナー及び途上国政府の責任と義務を盛り込んだthe Letter of

Agreementを、ドナーの同意を得て、OPS/UNDPと途上国政府の双方がサインすることで成立する。

2-5 MSA及びJICEとUNDP/OPSのサブコントラクトの内容

日本政府はUNDPに資金を拠出し、MSAにおいてUNDP/OPSに下記の業務 (Inputs and Services)を委託

することとなっている。

2-5-1   UNDP/OPSによるサ－ビス

(1) UNDP/OPSはカンボディアにおける農村開発・難民再定住プロジェクトの第二フェ－ズ実施のた

めに、1994年3月31日にUNHCRとJICEの契約終了後、12カ月間JICEが責任を継続できるように交

渉し契約を締結する。JICEが派遣するプロジェクト要員の報酬については、1992/93年度の

UNHCR/JICEの契約を基準にして設定された。

(2) UNDP/OPSは、JICEとの契約 (契約の条項に関連する支出及び精算行為)の管理及びモニタリング

に対して責任を負う。

(3) UNDP/OPSは、プロジェクトの機材とサ－ビスがUNDPの法規に従ってJICEが調達し保険が掛けら

れることを確実にし、必要とあればJICEに対しサポ－ト及び支援を行なう。

(4) UNDP/OPSは、プロジェクトの第二フェ－ズの実施に対してJICEのサ－ビスに使用される援助国

政府によって拠出される資金を管理し責任を持ち、その義務の遂行に関し被援助国政府に責任を

負う。

(5) UNDP/OPSは、全ての予算取り引きをUNDPの法規に従ってプロジェクト用に設置された専用の会

計項目に記録する。UNDP/OPSは援助国政府と被援助国政府に対し、四半期毎に会計報告書を作

成し提出することとし、最終会計報告書に関しては付記5に示される書式に従って両政府に提出す

る。

(6) UNDPとUNDP/OPSの代表はプロジェクトのJCCの会議に出席するためJCCに参加する。

(7) UNDP/OPS は、外国人のプロジェクト要員がUNDPプノンペン事務所の安全管理計画に含まれる

ように必要な処置を取る。

2-5-2   JICEによるサ－ビス

(プロジェクトに関連する コンサルティング会社であるJICEの責任は、下記の事項に限ったものでな

いが、下記に示されるサ－ビスを含むものとする。)

(1) プノンペンを拠点としてプロジェクト・サイトを巡回するAPM II と管理/会計職員2名のプロジェ

クト要員を派遣する。

(2) プロジェクトに派遣される40名のアセアン専門家のサ－ビスにかかる下記の管理事項に対する責

任を負う。
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・航空券の手配 (to/from Cambodia)

・保険の加入の手配

・関税及び通関の処理

・カンボディア国内でのオリエンテ－ションの実施

・月毎の手当と他の必要な手当の支出

・カンボディア国内での宿泊施設の提供

・カンボディア国内での交通手段の提供

・緊急時におけるバンコックへの避難及び特別治療にかかるサ－ビスの提供

・カンボディア国内での滞在期間での他の支援

(3) プノンペン事務所、２カ所のセンタ－及び３カ所のサブセンタ－、プロジェクトの第一フェ－ズ

の期間に建設された道路の維持管理及び人員の配置に関する責任を負う。

(4) JCCに対する必要なセクレタリ・サ－ビスを提供する。

(5) プロジェクトに配置されるロ－カルスタッフの管理に対する責任を負う。

(6) UNDP/OPSとの契約に記載されているように、必要な証拠書類を添付してUNDP/OPSに四半期毎

の支出要求を提出する。

(7) UNDP/OPSとの契約に記載されているように四半期及び年間精算書をUNDP/OPSに提出する。

(8) 治安状況に関連する事項についてUNDPプノンペン事務所と調整を行なう。

3. MSA及びサブコンタラクト締結で問題となった事項

3-1 MSA

(1) Management Service Fees(手数料)について

 UNDP : 手数料は費やされる時間数で計算するとし、最低6%は確保したい旨主張。

我が方 : 手数料の積算根拠が不明確であるが、OPSが プロジェクトを実施する場合11%のAgency Sup-

port Cost を支払うところ、最終的にUNDP 6.2%、JICE 5.0%で合意。

(2) プロジェクト終了後の残金について

UNDPは残金につき日本政府に返納するとしていたが協議の結果、残金があるときはその処理方法に

ついて両者で協議することとなっている。

3-2 JICEとUNDP/OPSのサブコンタラクト

UNHCRとの継続性から、同じような形式をUNDPに主張したが、協議の結果UNDP/　OPS方式での内

容となっている。
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(1) 契約金の支払い方法について

UNHCRとの契約では四半期毎の予算要求と前四半期の清算報告で良かったが、UNDPの場合はリイン

バ－スメント方式であり、承認・了承が必要となる。資金的にJICEはタイトとなる。

(2) 機材の調達について

UNHCRの機材調達は前項と同じ形式であったが、UNDP/OPSでは契約期間で調達する機材についてリ

ストを作成し事前に了承を得る必要がある。また、購入する場合は本部に申請し承認が必要である。

4. プロジェクトの問題・課題

4-1 目的達成の形態として

 本プロジェクトは農村開発であり、所期の目的が2 - 3年で達成できないことは明らかである。 アセア

ン各国も途上国に技術指導の専門家を派遣することは初めての経験であり、国内の手続きに手間取り派

遣が遅れた経緯がある。しかし、アセアン各国の伝統的な在来技術は、自然条件等が似通っているカン

ボディアに直接適用でき有効であり、アセアン各国との連携による事業の継続は、プロジェクトにとっ

形 態 長 所 短 所 備 考

オプション 1:

・個別専門家 +一般

JOCV+ 第三国専門家

・連絡窓口・予算手続

きが一本化される。

・スキ－ムの大幅な変

更をしないで継続可
能。

・プロジェクト予算が限

定され、規模が縮小され

る。

・プロジェクト管理費等

が支出できない。

・派遣事業部が

担当

・新 R/Dの署名

が必要

・JICE の関与

がなくなる

オプション 2:

・プロ技 +一般

JOCV+ 第三国専門家

・連絡窓口・予算・手
続き等が JICA に一本

化される。

・現状の規模・内容を
ある程度維持できる。

・複数年にわたる事業

の見通しが立つ。

・OPS の手数料がなく

なる。

・JICE の経験が生かせ
る。

・JICA 内部の担当事業部

が変更となるため、新規

予算処置及び手続き等を

講じる必要がある。

（含：第三国専門家）

・JICA 内部の関係事業部

が増える。

・「カ」国政府からのプロ

技の要請が必要。

・リカレント費用が支出で

きない。

・プロ技事業部

（社協部）が

担当

・R/Dの署名が

必要

オプション 3:

・OPS/JICE 契約での

継続

・国際機関との連携の

アピ－ルが可能。

・JICE が継続して管理

部門を担当可能。

・ロ－カル・コストの

負担等の支出が可能。

・事務手続きに時間と手間

がかかり現場の要求に即

応できない。

・連絡窓口及び実施部門と

管理部門が分離してい

る。

・関係機関・関係者の増加

による調整の困難性。

・単年度毎の契約が必要。

・派遣事業部と

JICE が担当

・同内容で継続

する旨のR/D

が必要
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て、また受益者にとっても有益と考えられる。従って、アセアン各国と連携・協調することとして、プ

ロジェクトを継続する手段として次の3通りのオプションが考えられる。

プロジェクトの事業計画(目的、期間、方法・手段、予算)と運営管理体制の両面から考える必要がある

が、ひとつのプロジェクトとして運営管理し、複数年にわたる事業計画が立てられるのは、現在、第三

国専門家制度を活用したプロ技化が最適であると思料する。その際、JICEの経験を生かす意味でも派遣

中のJICEの職員をJICAの専門家として派遣し、プロ技支援強化費でJICE本部に同様の仕事をしてもらう

ことが考えられる。

4-2 専門家及びJOCVの任期について

(1) UNDP/OPSとの契約が1年となっているので、専門家の任期を前もって定めることができない。(休

職の専門家にとって予定が立てられない。)

(2) 現在派遣中のJOCVは短期緊急派遣(任期1年以内)が大部分を占めているが、一般隊員に切り替えす

べく、募集にかけている。また、アセアン専門家の待遇とJOCVの待遇が違うので、何らかの調整

が必要となっている。(例 : 休暇、健康管理旅行等)

4-3 アセアン各国の専門家の割当てについて

今回派遣されている専門家は、各国一律10名と事前に決められ、農業、生計向上、教育、公衆衛生の

分野において、国内の人選可能性を考慮して派遣されていたが、来年度から、各国の専門家の人数・分

野・技術レベルは、現地のニ－ズや評価によって決定されると考えられるので、調整が必要となる。(各

国の専門家の任期延長も含めて)

4-4 カンボディア側の意向

 UNHCRとは異なり、プロジェクト資金の6.2%を手数料としてUNDP/OPSに支出していることに不満が

ある。

4-5 UNDP/OPSの契約について

プロジェクトの支出の要求、精算、機材の調達に関し、UNHCRと同様に四半期毎で行なえるように再

度交渉するよう検討が必要である。このままでは、協力活動と計画との乖離が大きくなり、事業の実施

がUNDP/OPSの承認の手間・時間(プノンペン - 東京 - N.Y.)によって遅延する結果となる。



カンボディア三角協力 (難民再定住・農村開発 )プロジェクトの概要

連携協力機関 UNDP
連携窓口部署 UNDP/OPS

連携の背景

・JICEがUNHCRとの契約により、農村基盤整備(センタ－の建設、農村道路の
改修等)を実施してきたが、94年3月末で契約が終了することとなったため。
・UNHCRの任務は難民の帰還事業であり、帰国・再定住した難民の生活向上
や農村開発についてはUNDPのマンデイトとなっており、実際、帰還難民の再
定住に関し、UNHCRとUNDPが契約を締結している。(例: CARERE)
・プロジェクトのフェイズIIでのアセアン専門家40名の派遣諸費(含: 活動費・
機材費)及びカンボディア側のロ－カル・コストを負担する手段が日本側のス
キ－ムにないため。

JICAが連携する意義

本プロジェクトは、相手国の政府機関において、相手側の責任・負担を求めつ
つ、技術協力を実施してC/Pの育成及び当該機関の機能強化を図り、プロジェ
クトの成果を普及するといった通常のJICAのプロジェクトと異なっており、直
接地域住民に対し、広範な技術協力をアセアン専門家40名及びJOCV10名が行
なうのを運営管理するという新しいタイプの協力形態である。

連携の形態

・日本政府にとっては、UNDPへのトラスト・ファンド及びマネ－ジメント・
サ－ビス(手数料6.2%) (但し、JICEが業務内容の100%を5.0%の手数料でサブコ
ントラクトしている)、　
・JICA にとってはパラレル・ファイナンシング。

連携の内容
プロジェクトの運営管理に関しては、JICAより派遣されている2名（１名追加
予定）の個別専門家が行なっており、そのロジ部門をUNDP/OPSとサブコント
ラクトを結んだJICEが担当している。

連携の成果
と教訓

成果

教訓

本プロジェクトでのUNDPの役割りは、ロジ部門を担当しているJICEの監督業
務及び日本政府の拠出金の管理である。プロジェクトは１９９４年５月より本
格的に稼働ひ、着実に成果を上げつつある（南南協力）。しかし、プロジェク
トの開始が遅れたため当初のプロジェクトの目標を達成するには、１年の延長
が必要であるとの中間評価を得ており、これを踏まえ、同連携での１年の延長
を予定している。又、ＡＳＥＡＮ各国による専門家派遣にかかる体制造りを強
化した。
・プロジェクトの実施部門とロジ部門の分離に伴い、連絡窓口及び予算手続き
が一元化されないため、一つのプロジェクトとしての纏まりに欠ける。また、
単年度毎に契約を結ぶ必要がある。
・事務手続き・承認に時間と手間がかかる。(現場 - 東京 - N.Y.)
・契約変更(例: ＡＳＥＡＮ専門家の機材調達)に承認が必要であり、現場の要求
に即応できない。また、通常プロジェクトの計画と実態に乖離があるが、その
際の融通性にかける。
・ＡＳＥＡＮ各国と「カ」政府との間の専門家派遣にかかる口上書に多大の時
間を要した。

今
後
の
課
題

JICA

UNDP

カンボディア国

在外

本部

在外
本部

UNHCRとは異なり、プロジェクト資金の6.2%を手数料としてUNDP/OPSに支
出していることに不満がある。

指揮命令系統の整理及び事業管理と事業資金の一元化

第三国専門家派遣制度を活用したプロジェクトのプロ技化、あるいは新スキ－
ムの創設を考慮

不明

不明

– 71 –



– 72 –



– 73 –

注(1) 上記１の前に、Project Description, Budget, Description of Inputs and of Management and Other Ser-

vices をUNDP/OPSに提出しManagement Fee及び必要経費を積算してもらう。

注(2) 事前にLetter of Agreement (Donor 及びRecipient用）及びMemorandum of Agreementの最終案を作成

する。

注(3) 事前にLetter of Agreement (Donor及びRecipient用）及びMemorandum of Agreementの最終案をカン

ボディア政府に手交する。

付録３　カンボディア三角許力のNDPの連携（MSA）にかかる概念図

UNDP/OPS

(4. JICEの特命随意契約の

OPS選定委員会）

カンボディア政府 日本政府

ＪＩＣＥ

Recipient用の
Letter of 
Agreementの
署名

3.

MSAの基本的
合意文章をNDP
に発出

1.

選定委員会
の結果を受
けてMemo-
randuam of 
Agreementの
署名

5.

日本政府の
UNDPへの資金拠
出（JICEとOPSと
の契約を受けて）

6.

Donor用のLetter of 
Agreementの署名

2.
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カンボディア政府

アセアン専門家の要請書の送付

アセアン各国窓口
機関・関係省庁

人選・派遣
予定専門家

アセアン各国のJICA事務所

カンボディア国の
JICA事務所

カンボディア政府

アセアン専門家の赴任日程の通報

赴任日程の通報・便宜供与依頼

赴任日程の通報

プロジェクト事務所

アセアン
専門家の着任

活動

帰任

健康診断書及びPTAフォームの提出

赴任日程及び傷害保険加入の通報

傷害保険の加入及びPTAの送付

健康診断の受診

GIの送付（10部）

JICA本部／JICE本部

業務計画
の策定

GIの配布

1.

2.

3.

空港出迎え、ホテルの予約、ビザ収得、銀行口座
の開設、関係機関への表敬
オリエンテーションの実施（給与、傷害保険、機材
購入手続き、業務内容、休暇等の一般生活）
クメール語研修

付録４　アセアン専門家の赴任にかかる手続きの流れ
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５．ケーススタディー２

感染症対策機材供与におけるUNICEFとのマルチ・バイ協力の概要

ユニセフとのマルチバイ協力は、ワクチンの接種を充分に受けられず死亡する途上国の子供を救うた

め、感染症対策としてユニセフと連携し、わが国がワクチン供与を行い、ユニセフがワクチンの配付、

モニター、保健省の指導国等を実施することとし、平成元年に５ヵ国を対象に開始（現在は１０ヵ国に

拡大）され、９３年は、４億１００万円の協力等を行った。

１． 協力内容

わが国がワクチンを安定的に５ヵ年間継続的に供与することにより、その間に、途上国当該国政府

が、ユニセフの指導を得つつ感染症対策としての「予防接種制度の整備」、「ワクチン購入のための中

長期にわたる予算措置」」等の体制を整備する等、当該国政府が幼児死亡率の改善等を図る予防接種体

制の自立に向けての準備期間として、わが国が人道的な観点からユニセフと協調し支援するもの。注）

（１）協力期間　　５年間

（２）予算　　　　年４０００万円を上限に下記（３）の機材を供与

（３）供与内容

供与品目は次に限定。

　① WHOよりEPI（予防接種拡大計画、Expanded Programme on Immunization）として指定されている

ワクチン（BCG、麻疹、破傷風、ジフテリア百日咳、ポリオ）

　② 予防接種に必要な注射器、滅菌器等医療機材（予防接種機材に限定）

　③ コールドチェーン整備のための機材（冷蔵庫、輸送用保冷パック、ワクチン輸送用車両等）

コールドチェーン用の車両、冷蔵庫を要望越す場合は、ワクチンと合わせセットでの供与を原則と

し、また、車両については維持管理等の問題もあり必要性について慎重に審査する。

（４）対象国の選定

定期協議（年１回開催）の際のユニセフの要請に基づき、在外公館、ＪＩＣＡ事務所の有無、供与の

必要性等を勘案し対象国を決定。

２．ユニセフの役割

（１）ユニセフは、当該国保健省と共に全国予防接種拡大計画を進めていることから、わが国の協力の

趣旨を踏まえ、保健省に対して、ユニセフ、各国ドナーとの役割分担を明確にし、わが国の協力

注． ワクチン供与の協力は、一時的に流行する感染症（日本脳炎、黄熱病等）に対しての単発的な緊急的な支援を除き、乳幼児への
予防接種としてWHOが定められている定期接種ワクチンについては、計画的な運営管理の面から多年度にわたる協力（供与）を実
施し、先方の実施体制等の整備を図る協力が重要。
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の位置づけ明かにした「５ヵ年計画」を策定させる。（わが国は、同５ヵ年計画に基づき計画的

にワクチン等を供与）注１）

（２）ユニセフは、当該国ユニセフ事務所においてわが国が供与するワクチン、コールドチェーン機材

の効果的な活用を図るため、ワクチン配付管理、予防接種計画策定、予防接種運営管理を行い、

当該国保健省を指導しつつ予防接種制度の整備、乳幼児死亡率の改善を図る。

３． ユニセフとのマルチ・バイ協力供与実績

ユニセフとのマルチ・バイ協力による感染症対策機材供与実績は以下の表の通り。注２）

４．マルチ・バイ協力の事務の流れ

マルチ・バイ協力における、相手国政府、ユニセフ及びわが国の役割分担及び業務の流れの概略は、

図１のとおり。

注１ ワクチンの供与は、一旦供与を開始した場合、被供与国の年間ワクチン購入計画にわが国供与が組み込まれる等当該国のＥＰＩ
（予防接種拡大）計画に対してわが国への協力の依存性が高まることから、自立を促すとの観点から供与期間の設定は、極めて重要
な事項。

注２ ユニセフとのマルチ・バイ協力（ワクチン供与）は、当初１ヵ国に対する協力期間が定められていないことから、第５回定期協
議の際（平成４年１０月）見直しにつき取り上げられ、平成５年６月にユニセフと協議し実施方針を整理した。

日　本 ユニセフ本部

在外ユニセフ事務所

・予防接種計画策定

・ワクチン運営管理

・評価

大使館

ＪＩＣＡ

保健省

予防接種体制の整備

乳幼児死亡率の改善

協調・連携

ワクチンの送付
　コールドチェーン機材の送付

連絡・調整

指導

報告

・予防接種５ヵ年計画

・要請書

提出
管理運営

指導
被援助国

報告
　指示

図１ワクチン供与におけるユニセフのマルチバイ協力概念図
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（１）５ヵ年計画の策定

当該国保健省がユニセフの指導を得つつＥＰＩ（予防接種拡大計画）計画の中でのわが方の協力の位

置づけを明確にした５年計画を策定し、わが国在外公館に提出。（新規対象国）

右５年計画に基づき、当該国関係機関は各年度毎に要請書（Ａ４フォーム）を作成し、わが国在外公

館に提出する。

（２）要請書の受理及び送付

わが方在外公館で受理した５ヵ年計画及び要請書（Ａ４フォーム）は、公信により本省に送付。

（３）機材の調達及び当該国までの輸送

ＪＩＣＡが実施。

機材の購送時期については、ＪＩＣＡ事務所がある国についてはＪＩＣＡ本部を通じ当該国ＪＩＣＡ

事務所に通報し、ＪＩＣＡ事務所は、わが国在外公館及びユニセフ事務所とも相談の上、先方政府関係

機関に通報する。

ＪＩＣＡ事務所がない国については、公電によりわが国在外公館に通報。

（４）機材の引き取り

相手国政府が実施し、ユニセフ、ＪＩＣＡ事務所が必要に応じ側面的に支援。また、大使館等が引き

渡し式を実施し協力の効果を高める。

（５）機材の当該国内での配送及び配付

相手国政府がユニセフの協力を得て実施。

（６）機材の活用状況についての報告

相手国政府は、機材の活用状況をユニセフの協力を得て取りまとめ、次年度の要請書の提出の際に、

わが国在外公館に報告する。

（７）評価

ユニセフは、上記（６）の活用状況の報告に基づき評価を実施し、次年度の要請の際に評価の内容を

反映させるよう、相手国政府を指導する。



表１　ユニセフとのマルチバイ協力によるワクチン供与実績

（供与実績（計１０ヵ国））

１．５ヵ年計画を既に経過した国

  国　名 年　度 供 与 品 目

ケニア 平成元年 車両、視聴覚機材
　　２年 車両等
　　３年 ＢＣＧワクチン、車両等
　　４年 車両等
　　５年 ポリオ

マラウイ 平成元年 ＢＣＧ、麻疹ワクチン等
　　２年 同上
　　３年 ＢＣＧワクチン等
　　４年 ＢＣＧワクチン、車両等
　　５年 ＢＣＧ、麻疹ワクチン等

ザンビア 平成元年 ＢＣＧ、麻疹ワクチン等
　　２年 ＢＣＧ、麻疹ワクチン等
　　３年 ＢＣＧ、麻疹ワクチン等
　　４年 ＢＧＣ、麻疹ワクチン等
　　５年 ＢＣＧ、麻疹ワクチン等

マダガスカル 平成元年 車両、冷蔵庫等
　　２年 車両等
　　３年 車両、冷蔵庫等
　　４年 車両、冷蔵庫等
　　５年 ＢＣＧ、麻疹ワクチン等

２．５ヵ年計画による協力実施中の国

ラオス 平成元年 ＢＣＧワクチン、車両等
　　３年 車両、冷蔵庫等
　　４年 車両等
　　５年 ＢＣＧ、麻疹ワクチン等

ガーナ 平成３年 冷蔵庫、車両等
　　４年 ＢＣＧ、麻疹ワクチン
　　５年 黄熱病ワクチン等

カンボディア 平成４年 ＢＣＧ、麻疹ワクチン
　　５年 ＢＣＧ、麻疹ワクチン等

ヴェトナム 平成５年 ポリオワクチン等

中央アフリカ 平成５年 ＢＣＧ、麻疹ワクチン等

ギニア 平成５年 ＢＣＧ、麻疹ワクチン等
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６．ＵＮＤＰプロジェクトドキュメント参考例
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７．国連総会と国連機関一覧表
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８．日本にある国際機関

機　　関　　名 〒　住　　　　所 電　　話

国連公報センター 150 渋谷区神宮前5-53-70 5467-4451

国連大学ビル8階

ＵＮＤＰ東京連絡事務所 150 渋谷区神宮前5-53-70 5467-4751

国連大学ビル8階

ＵＮＨＣＲ駐日事務所 107 港区南青山1-1-1 3475-1615

新青山ビル西館22階 ～6

ユニセフ駐日代表事務所 150 渋谷区神宮前5-53-70 5467-4431

国連大学ビル8階

ＵＮＩＤＯ投資促進事務所 107 港区南青山1-1-1 3402-9341

（ＩＰＳ） 新青山ビル西館16Ｆ

ＩＬＯ東京支局 150 渋谷区神宮前5-53-70 5467-2701

国連大学ビル8階

ＩＡＥＡ東京地域事務所 102 千代田区飯田橋1-5-9 3234-7186

精文館ビル9階

国連大学 150 渋谷区神宮前5-53-70 3499-2811

国連地域開発センター 450 名古屋市中村区那古野1-47-1 052-561-9377

（ＵＮＣＲＤ） 名古屋国際センタービル6階

国連アジア極東犯罪防止研究所 183 東京都府中市晴見町1-26 0423-33-7021

ＯＥＣＤ 107 港区赤坂2-3-4 3586-2016

ランディック赤坂ビル

国際熱帯木材機関 231 横浜市西区みなとみらい1-1 045-223-1110

（ＩＴＴＯ） パシフィコ横浜　国際協力センタービル5階
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機　　関　　名 〒　住　　　　所 電　　話

アジア生産性機構 107 港区赤坂8-4-14 3408-7221

（ＡＰＯ） 青山第一マンションズ

アジア・太平洋統計研修所 162 新宿区市谷本村町42 3357-8351

 経済協力センタービル

世界銀行東京事務所 100  千代田区丸ノ内3-1-1 3214-5001

国際ビル916号

国際金融公社東京事務所 100 千代田区丸ノ内3-1-1 3201-2310

国際ビル913号

国際機関東南アジア諸国連合 104 中央区銀座4-10-3 3546-1221

　　　貿易投資観光促進センター セントラルビル

ＵＮＥＰ国際環境技術センター

　　大阪センター 538 大阪市鶴見区緑地公園2-110 06-915-4121

　　滋賀センター 525 滋賀県草津市草津3-13-25 0775-67-2157

出典：外務省国連局国際機関人事センター
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９．主要参考図書（日本語参考文献）

国際協力事業団

１９９１ ユニセフ・カントリープログラム調査報告書、国際協力事業団

広野良吉、黒澤啓

１９９２ 国際連合開発計画と日本、世界経営協議会

布施勉監修

１９９３ 世界のしくみ全系列地図、二期出版

ＪＩＣＡ企画部

１９９４ 先進国援助機関・国際機関との連携実績（平成６年度在外事務所長会議分科会

資料）

（英文参考文献）

Evaluation Office, UNICEF New York

１９９１ A UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation, Making a Difference?, UNICEF

Fikret Akcura

１９９１ Notes for the Programme Officer, UNDP, Kuala Lumpur

James Gustave Speth

１９９４ Agenda for Change, UNDP

UNDP

１９９４ Heading for Change (UNDP｠1993｠Annual Report), UNDP

UNDP

１９９０ How｠to Write a Project Document, UNDP

UNDP

１９９２ Operational Procedures for the Fifth Country Programme, UNDP Kuala Lumpur

UNICEF

１９９４ UNICEF Annual Report, UNICEF
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